
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

46

20

20

0

26

26

0

役職

役員数［人］

理事・取締役数［人］

評議員［人］

監事/監査役・会計参与数［人］

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］

職員・従業員数［人］

常勤職員・従業員数［人］

有給［人］

無給［人］

非常勤職員・従業員数［人］

有給［人］

無給［人］

事務局体制の備考

5

4

0

1

0

代表者(1)

フリガナ

氏名

役職

代表者(2)

法人格取得年月日

フリガナ

氏名

2018/12/11

ユアサマコト

湯浅誠

理事長

2018/09/10

番地等

電話番号

WEBサイト (URL)

団体WEBサイト

その他のWEBサイト

(SNS等)

設立年月日

都道府県  東京都

市区町村 渋谷区千駄ヶ谷

5-27-5 リンクスクエア新宿16F

03-6775-7490

https://musubie.org/

https://www.facebook.com/musubie2018/

団体情報入力シート

法人格 団体種別 認定NPO法人 資金分配団体/活動支援団体

団体名 特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

郵便番号 〒151-0051

必須入力セル 任意入力セル



(5)会員

(6)資金管理体制

(7)監査

(8)組織評価

(9)その他

(10)助成を行った実績

のべ1302団体（2022年度実績）

524409334円（2022年度実績）

・こども食堂基金を通じた食支援やプログラム支援、地域ネットワーク団体
支援への助成
・厚生労働省ひとり親家庭等食支援事業を通じた食支援活動への助成
・ファミリーマート、マルエツ等企業支援による助成事業

内部監査で実施

受けている

2021年度

区分経理できる体制である

あり

0

0

45

7

38

0

-

0

業務別に区分経理ができる体制の可否

今までに助成事業を行った実績の有無

申請前年度の助成件数［件］

申請前年度の助成総額［円］

助成した事業の実績内容

個人正会員［人］

個人その他会員［人］

決済責任者、経理担当者・通帳管理者が異なること

決済責任者 氏名／勤務形態

通帳管理者 氏名／勤務形態

経理担当者 氏名／勤務形態

年間決算の監査を行っているか

過去3年以内に組織評価（非営利組織評価センター等）を

受けてますか

認証機関/認証制度名/認証年度を記入してください

団体会員数［団体数］

団体正会員［団体数］

団体その他会員［団体数］

個人会員・ボランティア数

ボランティア人数(前年度実績)［人］



(11)助成を受けた実績

(12)過去に休眠預金事業で助成を受けた実績

1

2

3

4

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2022年度 通常枠 資金分配団体に採択

2023年度 通常枠 資金分配団体に採択

2020年度

コロナ等対応

支援
資金分配団体に採択

2020年度 通常枠 資金分配団体に採択

2021年度 通常枠 資金分配団体に採択

2021年度

認定NPO法人全国こども食堂支援セン

ター・むすびえ
居場所の包括連携によるモデル地域づくり

認定NPO法人全国こども食堂支援セン

ター・むすびえ（コンソ幹事団体）

こども食堂をハブとした地域資源の循環促

進事業

こども食堂を通じた復興格差是正・防止事

業 -コロナ禍をよりレジリエントな地域創

造のステップに-

地域の居場所のトータルコーディネート事

業ー官民協働で暮らしの安心を創造するー

居場所のインパクト可視化を通じた地域活

性化事業-居場所と地域のエコシステムの同

時強化-	

認定NPO法人全国こども食堂支援セン

ター・むすびえ

認定NPO法人全国こども食堂支援セン

ター・むすびえ

認定NPO法人全国こども食堂支援セン

ター・むすびえ

あり

日本財団「こども食堂をハブとした地域つながり調査・啓発事業～地域の"気
になる子"を見守るネットワークをつくる～ 」
Yahoo基金「こども食堂の運営者のITスキル向上で運営基盤強化を図り、より
多くの経済的困窮者含む子育て世代への支援を実現する活動」
ドコモ市民活動助成事業「こども食堂の「気になる子」とのエピソードを通じ
た見守りネットワーク形成支援事業」

左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された場合

申請中・申請予定又は採択された資金

分配団体又は活動支援団体名

申請中・申請予定又は採択された事業

名

認定NPO法人全国こども食堂支援セン

ター・むすびえ

こども食堂への包括的支援事業ーこども食

堂が地域の明日をひらくー

今までに助成を受けて行っている事業の実績

助成を受けた事業の実績内容

コロナ等対応

支援
資金分配団体に採択

番号

対象 申請

年度 事業 種別・状況



役員名簿

番号 入力確認欄 氏名ｶﾅ 氏名漢字 和暦 年 月 日 性別 団体名 役職名 郵便番号 住所 備考

1 check! ｼﾞｬﾝﾋﾟｱ ﾀﾛｳ ジャンピア 太郎 S 64 1 8 M 一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 理事長 000-0000
神奈川県横浜市〇〇区

◇◇町▽▽
NPO法人○○ 代表理事

2 OK ｼﾞｬﾝﾋﾟｱ ｱｲｺ Ｊａｎｐｉａ 愛子 H 31 4 30 F 一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 理事 000-0000
東京都〇〇区◇－▽▽

－×
NPO法人○○ 代表理事

3 OK ｼﾞｮｾｲ ｼﾞﾛｳ 助成 次郎 S 62 7 18 M 一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 監事 000-0000
千葉県□□区◇－●●

－×××
株式会社▽▲取締役社長

4 OK ﾕｱｻ ﾏｺﾄ 湯浅 誠
特定非営利活動法人全国こども食堂支援セ

ンター・むすびえ
理事長

5 OK ｼﾌﾞﾔ ﾏｻﾄ 渋谷 雅人
特定非営利活動法人全国こども食堂支援セ

ンター・むすびえ
理事

6 OK ﾐｼﾏ ﾘｴ 三島 理恵
特定非営利活動法人全国こども食堂支援セ

ンター・むすびえ
理事

7 OK ｷﾑ ﾔﾝﾎｳ 金 洋浩
特定非営利活動法人全国こども食堂支援セ

ンター・むすびえ
理事

8 OK ｲﾅﾑﾗ ﾋﾛﾄ 稲村 宥人
特定非営利活動法人全国こども食堂支援セ

ンター・むすびえ
監事

9 check!

10 check!

11 check!

12 check!

13 check!

14 check!

15 check!

16 check!

17 check!

18 check!

19 check!

20 check!

21 check!

22 check!

23 check!

24 check!

25 check!

26 check!

27 check!

28 check!

29 check!

30 check!

31 check!

32 check!

* * * * * * * * * * * * * *

◉記載例（番号1〜3）は削除のうえ番号1より入力してください。

◉名簿には登記簿上の「役員に関する事項」に記載されている方すべてを入力してください。NPO法人の場合は、代表理事、理事、監事をすべて記載してください。

◉氏名欄に記入する氏名は戸籍上の氏名で入力してください。												

◉備考欄には他の団体等との兼職関係（兼職先名称、兼職先での役割等）を記載してください。	

◉提出の際はPDF等に変換せずExcel形式のまま提出してください。要件を満たしていない場合は、再提出を求める場合があります。						

［各欄の入力方法と注意点］

・入力確認欄に「check!」が表示されているときは、和暦と生年月日の組み合わせをもう一度確認してください。

・役員名簿の枠が足りない場合は、適宜追加してください。

・氏名カナ欄は「半角」で入力、姓と名の間も半角で１マス空けてください。

・氏名漢字欄は「全角」で入力、姓と名の間も全角で１マス空けてください。

・外国人の場合は、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ読み、氏名漢字欄にはアルファベット（全角）を入力してください。

・生年月日欄は、大正は T、昭和は S、平成は Hを半角で入力し、年欄は数字２桁半角としてください。なお、明治45年は7月30日まで、大正15年は12月25日まで、昭和64年は1月7日までと

なります。

・性別欄には「半角」で男性は M、女性は Fで入力してください。

必須入力セ

ル

任



2023/11/2

※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名：
こども食堂ネットワーク団体基盤強化への伴走支援プログラムと持続的な「学びあいプ
ラットフォーム」構築支援事業

記入箇所チェック 記入完了

団体名： 特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第22条

公募申請時に提出 定款 第23条

公募申請時に提出 定款 第21条

公募申請時に提出 定款 第22条

公募申請時に提出 定款 第21条

公募申請時に提出 定款 第26条

公募申請時に提出 定款 第28条

公募申請時に提出 定款 第27条

. . .

公募申請時に提出 定款 第13条

公募申請時に提出 定款 第12条

. . .

公募申請時に提出 定款 第32条

公募申請時に提出 定款 第32条

公募申請時に提出 定款 第30条

公募申請時に提出 定款 第32条

公募申請時に提出 定款 第26条

公募申請時に提出 定款 第27条

公募申請時に提出 定款 第28条

公募申請時に提出 定款 第35条

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 理事の職務権限規程 第1条

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 監事監査規程 第1条

. . .

公募申請時に提出 役員報酬規程 第5条

公募申請時に提出 役員報酬規程 第4条

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で
行う」という内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に
関する除外規定は必須としないこととします。

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事
の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、
理事の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」
という内容を含んでいること

定款

・定款
・理事会規則

役員及び評議員の報
酬等並びに費用に関
する規程

（６）決議（過半数か3分の2か）

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分の
み提出をお願いします。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへ
ご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

・評議員会規則
・定款

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担
が規定されていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してく
ださい

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（２）報酬の支払い方法



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規程 第3条

公募申請時に提出 倫理規程 第4条

公募申請時に提出 倫理規程 第5条

公募申請時に提出 倫理規程 第6条

公募申請時に提出 倫理規程 第7条

公募申請時に提出 ハラスメント防止規定 第4条

公募申請時に提出 倫理規程 第8条

公募申請時に提出 倫理規程 第9条

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

公募申請時に提出 利益相反防止規程 第3条

公募申請時に提出 利益相反防止規程 第3条

公募申請時に提出 利益相反防止規程 第4条

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第3条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第6条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第8条

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

公募申請時に提出 公益通報者保護に関する規程 第1条

公募申請時に提出 公益通報者保護に関する規程 第11条

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出 事務局規程 第2条

公募申請時に提出 事務局規程 第3条

公募申請時に提出 事務局規程 第4条、第5条

公募申請時に提出 事務局規程 第7条

. . .

公募申請時に提出 給与規程 第3条

公募申請時に提出 給与規程 第3条

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 文書管理規程 第6条

公募申請時に提出 文書管理規程 第9条

公募申請時に提出 文書管理規程 第10条

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出 情報公開規定 別紙

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 第3条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第11条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第12条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第15条

コンプライアンス規程

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その
内容を公表する」という内容を含んでいること

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁
止のための自己申告
等に関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（４）緊急事態対応の手順

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン
（平成28年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（４）事務処理（決裁）

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に
対し、特別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組
織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（２）職制

（３）職責

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う
部署が設置されている 」という内容を含んでいること

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を
与える行為を行わない」という内容を含んでいること

（６）ハラスメントの防止

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定・監督又は活動支援団体が支援対象団体を選定・監督するに当
たり、団体間の利益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（１）基本的人権の尊重

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）



⚫ 経理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 経理規程 第5条

公募申請時に提出 経理規程 第10条

公募申請時に提出 経理規程 第6条、第21条

公募申請時に提出 経理規程 第9条、第11条

公募申請時に提出 経理規程 第21条

公募申請時に提出 経理規程 第3章

公募申請時に提出 経理規程 第7章

（６）収支予算

（７）決算

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管



特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ	 定款  

第１章 総	 則  

（名称）  

第１条	 この法人は、特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえとし、そ

の略称を 「むすびえ」とする。  

（事務所）  

第２条	 この法人の事務所は、東京都渋谷区に置く。  

（目的）  

第３条	 この法人は、全国のこども食堂が、それぞれの事業基盤を強化し、相互に支えあ

い、かつ地域・社会から広く理解を得て事業を行えるよう、こども食堂の中間支援団

体（地域ネットワーク団体）に対する支援、こども食堂支援に関する企業・団体との

協働、及びこども食堂に関する調査研究を行い、それによってこども食堂がすべての

子やこども食堂に行きたいと思う地域住民が安心して利用できる場になることを通じ

て、誰も取り残さない共生社会の創造に寄与することを目的とする。 

（特定非営利活動の種類）  

第４条	 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行

う。  

      （１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動  

（２）社会教育の推進を図る活動  

（３）まちづくりの推進を図る活動  

（４）農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

（５）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

（６）環境の保全を図る活動 

（７）災害救援活動 

（８）地域安全活動  

（９）国際協力の活動 

（１０）男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

（１１）子どもの健全育成を図る活動  

（１２）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の

活動 

 

（事業の種類）  



第５条	 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次

の事業を行う。  

（１）	 こども食堂の中間支援団体（地域ネットワーク団体）に対する支援事業  

（２）	 こども食堂支援に関する企業・団体との協働事業 

（３）	 こども食堂に関する調査研究事業 

（４）	 その他本会の目的を達成する為に必要な事業 

 

第２章 会	 員  

（種別）  

第６条	 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下

「法」 という。）上の社員とする。  

（１）正会員 	 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

（２）賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体  

（入会）  

第７条	 会員の入会について、特に条件は定めない。  

２	 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事

長に申し込むものとする。  

３	 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなけれ

ばならない。  

４	 理事長は、第２項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも

って本人にその旨を通知しなければならない。  

（会費）  

第８条	 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 	  

	   ２	 すでに納入した会費は、返還しない。  

（会員の資格の喪失）  

第９条	 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

（１）退会届の提出をしたとき。  

（２）本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したと

き。 

（３）継続して１年以上会費を滞納したとき。  

（４）除名されたとき。  



（退会）  

第１０条	 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが

できる。  

（除名）  

第１１条	 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名する

ことができる。  

（１）この定款に違反したとき。  

（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。  

２	 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機

会を与えなければならない。  

 

第３章 役	 員  

（種別及び定数）  

第１２条	 この法人に、次の役員を置く。  

（１）理事	 ３人以上  

（２）監事	 １人以上  

２	 理事のうち１人を理事長とする。  

（選任等） 

第１３条	 理事及び監事は、総会において選任する。  

２	 理事長は、理事の互選とする。  

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が

１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総

数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。  

４	 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあ

る者である理事又は監事の合計数は、理事又は監事それぞれの総数の 3分の 1を超え
てはならない。  

５	 法第２０条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができな

い。  

６	 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。  

（職務）  



第１４条	 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。  

２	 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。  
３	 理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事

長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。  

４	 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この

法人の業務を執行する。  

５	 監事は、次に掲げる職務を行う。  

（１）理事の業務執行の状況を監査すること。  

（２）この法人の財産の状況を監査すること。  

（３）前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又

は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総

会又は所轄庁に報告すること。  

（４） 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

（５）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ

ること。  

（任期等）  

第１５条	 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

	 ２	 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の

任期の残存期間とする。  

３	 前２項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された

場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任

されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。  

４	 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。  

（欠員補充）  

第１６条	 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。 

（解任）  

第１７条	 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任するこ

とができる。  

（１）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。  

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。  



２	 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会

を与えなければならない。  

（報酬等）  

第１８条	 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。  

２	 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。  

３	 前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。  

 

第４章 会	 議  

（種別）  

第１９条	 この法人の会議は、総会及び理事会の２種とする。  

２	 総会は、通常総会及び臨時総会とする。  

（総会の構成）  

第２０条	 総会は、正会員をもって構成する。  

（総会の権能）  

第２１条	 総会は、以下の事項について議決する。  

（１）定款の変更  

（２）解散及び合併  

（３）事業報告及び決算  

（４）役員の選任及び解任  

（５）役員の職務  

（６）会費の額  

（７）資産の管理の方法  

（８）解散における残余財産の帰属  

（９）その他運営に関する重要事項  

	 ２	 理事長は総会にて理事会で議決された事業計画及び予算並びにその変更を説明する。  

（総会の開催）  

第２２条	 通常総会は、毎年１回開催する。  

２	 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。  

（１）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。  



（２）正会員総数の３分の２以上から会議の目的を記載した書面又は電磁的方法によ

り招集の請求があったとき。  

（３）監事が第１４条第５項第４号の規定に基づいて招集するとき。 

 
（総会の招集）  

第２３条	 総会は、前条第２項第３号の場合を除いて、理事長が招集する。  

２	 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日か

ら６０日以内に臨時総会を招集しなければならない。  

３	 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は

電磁的方法により、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。  

（総会の議長）  

第２４条	 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。  

（総会の定足数）  

第２５条	 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することはできない。  

（総会の議決）  

第２６条	 総会における議決事項は、第 23条第３項の規定によってあらかじめ通知した事

項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の２分の１以上の同意によ

り議題とすることができる。  

２	 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

３	 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員

全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨

の社員総会の決議があったものとみなす。  

（総会での表決権等）  

第２７条	 各正会員の表決権は、平等なものとする。  

２	 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項

について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決

を委任することができる。  

３	 前項の規定により表決した正会員は、前２条及び次条第１項の適用については、総

会に出席したものとみなす。  

４	 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。  



（総会の議事録）  

第２８条	 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
（１）日時及び場所  

（２）正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任

者がある場合にあっては、その数を付記すること。）  

（３）審議事項  

（４）議事の経過の概要及び議決の結果  
（５）議事録署名人の選任に関する事項  

２	 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２人が、記名押印又は署名 

しなければならない。  

３	 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

したことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載し

た議事録を作成しなければならない。  
（１）総会の決議があったものとみなされた事項の内容  

（２）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称  

（３）総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数  

（４）議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名  

（理事会の構成）  

第２９条	 理事会は、理事をもって構成する。  

（理事会の権能）  

第３０条	 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

 	    （１） 総会に付議すべき事項  

（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項  
（３）その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項  

（理事会の開催）  

第３１条	 理事会は、次に掲げる場合に開催する。  

（１）理事長が必要と認めたとき。  
（２）理事総数の２分の１以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招

集の請求があったとき。  

（理事会の招集）  

第３２条	 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、理事長があ

らかじめ指名した順序によって、理事が招集することができる。  



２	 理事長は、前条第２号の規定による請求があったときは、その日から６０日以内に

理事会を招集しなければならない。  

３	 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は

電磁的方法により、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。  

（理事会の議長）  

第３３条	 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。  

（理事会の議決）  

第３４条	 理事会における議決事項は、第３２条第３項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の３分の２以上の同

意があった場合はこの限りではない。  

２	 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。  

３	 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、理事全員が書面又

は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決

議があったものとみなす。 

 

（理事会での表決権等）  

第３５条	 各理事の表決権は、平等なものとする。  

２	 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。  

３	 前項の規定により表決した理事は、３４条及び次条第１項の適用については、理事会

に出席したものとみなす。  

４	 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。  

（理事会の議事録）  

第３６条	 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。  

（１）日時及び場所  

（２）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又は電磁的方法による表決者にあっ

ては、 その旨を付記すること。）  

（３）審議事項  

（４）議事の経過の概要及び議決の結果  

（５）議事録署名人の選任に関する事項  



２	 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人が記名押印又

は署名しなければならない。  

３	 前２項の規定に関わらず、理事全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、

理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成

しなければならない。  
（１）理事会の決議があったものとみなされた事項の内容  

（２）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称  

（３）理事会の決議があったものとみなされた日及び理事総数  

（４）議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名  

 

第５章 資	 産  

（資産の構成）  

第３７条	 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。  

（１）設立当初の財産目録に記載された資産  
（２）会費  
（３）寄付金品  
（４）財産から生じる収益  

（５）事業に伴う収益  
（６）その他の収益  

（資産の区分）  

第３８条	 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。  

（資産の管理）  

第３９条	 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が

別に定める。 

第６章 会	 計  

（会計の原則）  

第４０条	 この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って行わなければならな

い。  

（会計の区分）  

第４１条	 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。  



（事業年度）  

第４２条	 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。  

（事業計画及び予算）  

第４３条	 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、

理事会の議決を経なければならない。  

（暫定予算）  

第４４条	 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理

事長 は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用
を講じることができる。  

２	 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。  

（予算の追加及び更正）  

第４５条	 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算

の追加又は更正をすることができる。  

（事業報告及び決算）  

第４６条	 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書

類は、 毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の
議決を経なければならない。  

２	 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。  

（臨機の措置）  

第４７条	 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。  

 

第７章 定款の変更、解散及び合併  

（定款の変更）  

第４８条	 この法人が法第２５条第３項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しよ

うとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を経、か

つ、所轄庁の認証を得なければならない。  

（１）目的 

（２）名称  
（３）その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 



（４）主たる事務所及びその他事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る。） 

（５）社員の資格の得喪に関する事項  

（６）役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。）  
（７）会議に関する事項  

（８）その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 
（９）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。）  

（１０）定款の変更に関する事項  

２	 この法人の定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項

を除 く。）したときは、所轄庁に届け出なければならない。  

（解散）  

第４９条	 この法人は、次に掲げる事由により解散する。  

（１）総会の決議  
（２）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能  
（３）正会員の欠亡  

（４）合併  
（５）破産手続開始の決定  
（６）所轄庁による設立の認証の取消し  

２	 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の３分の２以上の

議決を経なければならない。  

３	 第１項第２号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければ

ならない。  

（残余財産の帰属）  

第５０条	 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに

残存する財産は、法第１１条第３項に掲げる者のうち、総会において議決したものに

譲渡するものとする。  

（合併）  

第５１条	 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の３分の２以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。  

第８章 公告の方法  

（公告の方法）  

第５２条	 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第２８条の２第１項に規定

する貸借対照表の公告については、内閣府 NPO 法人ポータルサイト（法人入力情報



欄）において行う。  

第９章 事務局 

（事務局の設置）  

第５３条	 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 

２	 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。  

（職員の任免）  

第５４条	 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。  

（組織及び運営）  

第５５条	 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。  

 

第１０章	 顧問及び評議員  

（顧問）  

第５６条	 この法人に、顧問を置くことができる。  

	 ２	 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。  

	 ３	 顧問は、重要な事項については、理事長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べ

ることができる。  

（評議員）  

第５７条	 この法人に、評議員を置くことができる。  

	 ２	 評議員は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。  

	 ３	 評議員及び評議員で構成される評議会の組織及び運営に必要な事項は、理事長が別に

定める。  

第１１章 雑	 則  

（細則）  

第５８条	 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定

める。  

附	 則  

１	 この定款は、この法人の成立の日から施行する。  



２	 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。  

理事長	 	 	 	 	 	 	 湯浅誠  

理事	 	 	 	 	 	 	 	 藤田淑子  

理事	 	 	 	 	 	 	 	 釜池雄高  

監事	 	 	 	 	 	 	 	 石橋京士  

３	 この法人の設立当初の役員の任期は、第１５条第１項の規定にかかわらず、この法人の

成立の日から２０２０年３月３１日までとする。  

４	 この法人の設立当初の事業年度は、第４２条の規定にかかわらず、この法人の成立の日

から ２０１９年３月３１日までとする。  

５	 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第４３条の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによる。 

６	 この法人の設立当初の会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。  

年会費	 正会員	 	 	 ５，０００円  

賛助会員	 １口３，０００円（１口以上） 



コンプライアンス規程	

	

	(目	的)	

第１条	この規程は、特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ	（以下

「当法人」という。)が、直面し又は将来において直面する可能性のあるコンプライアン

ス（法令及び当法人の定める各種規則の遵守をいうがこれに限られない。以下、同じ。）

に関する諸問題を適切に処理し、以て、当法人の事業活動を公正かつ適正に運営するため

の組織及び施策の実施についての原則を定めることを目的とする。	

	

（基本方針）	

第２条	この法人の役員及び職員（当法人の従業員及び当法人から業務の委託を受ける者、

当法人の事業活動に関与するボランティアを言う。以下、役員を含め「役職員等」とい

う。)は、当法人が別に定める倫理規程（以下、「本倫理規程」という。）の内容を理解

し、当法人の事業活動に従事するに際しては本倫理規程の内容に従うものとする。	

	

（コンプライアンス管理機関）	

第３条	当法人は、第１条の目的を達成するために、以下に掲げる機関を置く。	

(1)	 コンプライアンス担当理事	

(2)	 コンプライアンス委員会	

(3)	 コンプライアンス事務局	

	

（コンプライアンス担当理事）	

第４条	コンプライアンス担当理事は、定員を１名以上とし、当法人の理事の中から、理

事会の決議により理事長が任命する。	

	

（コンプライアンス担当理事の職務）	

第５条	 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンスに関する一切の事項を所管し、

コンプライアンスに関する各種施策の立案及び実施を行わなければならない。	

２	 コンプライアンス担当理事は、前項の職務の実施するために、以下の職務に任じる。	

(1)	 コンプライアンス施策実施の責任者	

(2)	 コンプライアンス違反事例対応に関する統括責任者	

(3)	 コンプライアンス委員会の委員	

３	 コンプライアンス担当理事は、理事会に対し、当法人のコンプライアンスに関する事

項について、定期的に報告しなければならない。	

	

（コンプライアンス委員会）	

第６条	コンプライアンス委員会の委員は以下に掲げる者に委嘱するものとする。	

(1) 当法人のコンプライアンス担当理事	
(2) 前号に掲げる他、当法人が特に指定した理事	
(3) 当法人の監事のすべて	
(4) 外部有識者 

２	 コンプライアンス委員会の委員の数は３名以上とする。なお、当法人は、委員の委嘱

にあたって、当法人の理事が、委員総数の過半数を超えないよう努めるものとする。	

３	 コンプライアンス委員会の委員長及び副委員長は、コンプライアンス委員の互選によ

り決定する。	

４	 コンプライアンス委員会の委員長及び副委員長の任期は、就任から１年以内に開催さ

れる定例委員会のときまでとする。ただし、後任の委員長及び副委員長が選任されるまで

の間、委員長及び副委員長は引き続きその任に就くものとする。	



５	 第１項に関わらず、コンプライアンス委員会が取り扱う議事の内容に利害関係を有す

る委員は、当該議事に関しては参加をすることができない。	

	

（コンプライアンス委員会事務局）	

第７条	 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス委員会に関する庶務を処理させる

ために、コンプライアンス委員会事務局を設置する。	

２	 コンプライアンス委員会事務局の事務局長は、コンプライアンス事務局の長を以て、

これに充てる。	

	

（コンプライアンス委員会の職務）	

第８条	 コンプライアンス委員会は、以下に掲げる事項に関し、コンプライアンス担当理

事の諮問に対し答申を行わなければならない。	

(1)	 コンプライアンスに関する施策の検討及び実施方法	

(2)	 コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング	

(3)	 コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討	

(4)	 コンプライアンス違反関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定	

(5)	 第 3 号の原因の究明に向けた分析及び検討の結果並びに第 4 号の処分及び再発

防止策の確実な実施と公表	

(6)	 その他、コンプライアンス担当理事が諮問した事項	

２	 前項に定めるもののほか、コンプライアンス委員会は当法人のコンプライアンスに関

する事項について、委員の過半数の決議により、当法人の理事に対して勧告を行うことが

できる。	

	

（コンプライアンス委員会の開催）	

第９条	コンプライアンス委員会は、定例委員会として、毎年３月に、委員長が招集する。	

２	 前項に関わらず、コンプライアンス担当理事は、委員長及び副委員長のいずれかに欠

員が生じたときは、臨時に定例委員会を招集し、コンプライアンス委員会に対して、委員

長及び副委員長の選任を求めることができる。	

３	 前２項に定める他、委員長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時委員会を招

集することができる。	

４	 委員は、コンプライアンスに関する事項について勧告をすることが必要である考える

ときは、委員長に対して委員会の招集を求めることができる。このとき、委員長が委員会

の招集を行わないときは、委員長はその理由を委員会の招集を求めた委員に通知しなけれ

ばならない。	

	

（コンプライアンス委員会委員長及び副委員長の職務）	

第９条の２	 コンプライアンス委員会の委員長は、前条に定める他、コンプライアンス委

員会を代表し、コンプライアンス委員会の活動を統括する。	

２	 コンプライアンス委員会の委員長が事故によりその職務を行えないときは、副委員長

がその職務を代行し、副委員長も事故によりその職務を行えないときは、コンプライアン

ス担当理事がコンプライアンス委員の中から職務代行者を指名してその職務を行わせるも

のとする。	

	

（コンプライアンス事務局）	

第１０条	 コンプライアンス事務局の事務は、当法人総務部が所掌する。	

２	コンプライアンス事務局は、コンプライアンス担当理事の職務を補佐し、当法人のコ

ンプライアンス関わる一切の事項に関する企画及び運営を行う。	

３	コンプライアンス事務局は、当法人のコンプライアンスに関する状況、その他コンプ



ライアンスにかかわる一切の事項をコンプライアンス担当理事及びコンプライアンス委員

会に定期的に報告する。	

	

（コンプライアンス違反行為の報告及び調査）	

第１１条	役職員等は、本倫理規程その他法令または当法人の定める規定に違反する行為、

若しくはこれらに該当するおそれがある行為（以下、「コンプライアンス違反行為」とい

う。）があると判断したときは、これを速やかにコンプライアンス事務局、又はコンプラ

イアンス担当理事に報告しなければならない。	

２	コンプライアンス事務局の長は、コンプライアンス事務局がコンプライアンス違反行

為の報告を受けたときは、受領した全ての情報を、コンプライアンス担当理事に報告する

とともに、コンプライアンス担当理事の指揮のもと、当該コンプライアンス違反行為に関

する事実関係を調査しなければならない。	

３	コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス違反行為に関する報告を受領したと

きは、コンプライアンス事務局に速やかに事実関係の調査を命じるとともに、コンプライ

アンス違反行為に対する対応策を講じなければならない。	

	

（コンプライアンス教育）	

第１２条	 当法人の役員は、役職員等に対してコンプライアンスに関する周知を行わなけ

ればならない。	

２	 役職員等は、本倫理規程を含むコンプライアンスに関する事項について、自ら進んで

情報を収集しなければならない。	

	

（改廃手続き）	

第１３条	この規定を改正し又は廃止するときは、理事会の決議をもって行わなければな

らない。	

２	 この規定を改正し又は廃止しようとするときは、コンプライアンス担当理事は、その

旨を速やかに監事に通知しなければならない。このとき、監事は改正又は廃止が不適切で

あると思慮するときは、速やかにその旨の意見を理事に対して述べなければならない。	

	

附	則	

この規程は、2020 年 6 月 1 日から施行する。（2020 年 5 月 3 日理事会決議）	

	

2022 年 5 月 19 日改定	

附	則	

この改定規程は、2022 年 6 月 1 日から施行する。	
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ハラスメント防止規程	
	

	

第１章	 	 総	 	 	 則	
	

（目的）	

第１条	 この規程は、職場におけるハラスメント（セクシュアルハラスメント、パワーハ

ラスメントおよび妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントやその他ハラス

メント行為とみなされる行為の全て）を防止するために職員が遵守すべき事項や防止す

るための措置等を定めたものであり、働きやすい職場環境を実現することを目的とす

る。 
２．なお、この規程における職員とは、役員、社員、臨時社員、業務委託契約社員、パー

トタイム労働者および派遣労働者等、その身分や雇用形態に関わりなく職場内で就業す

るすべての者が含まれるものとする。 
 
（定義） 
第２条	 セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する職員の対応等

により当該職員の労働条件に不利益を与えること、または性的な言動により他の職員の

就業環境を害することをいう。なお、セクシュアルハラスメントには同性に対するもの

も含まれ、職員の性的指向や性自認の状況にも関わらないものとする。	 	

２．パワーハラスメントとは、職場における優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を

超え、身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害することをいう。	

３．妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同

僚が、職員の妊娠・出産および育児・介護等に関する制度または措置の利用に関する言

動により職員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、

客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育

児・介護休業等に関するハラスメントには該当しない。	

４．前各項のいずれも、職権を背景にしないハラスメント行為も含むものとし、これらに

準ずるものであって職場環境を悪化させたり個人の人格や尊厳を侵害したりするような

一切の行為を、この規程におけるハラスメントとする。	

５．前各項の職場とは、主として勤務する場所のみならず、職員が業務を遂行するすべて

の場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間

外の時間を含むものとする。	

	

	

	

第２章	 	 禁止行為	
	

（禁止行為の原則）	

第３条	 すべての職員は、他の職員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場におけ

る健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次条から第

６条に掲げる行為をしてはならない。 
２．法人および職場内の管理監督者は、職員が職場におけるハラスメントを受けている事実を

認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。 
 
（セクシュアルハラスメント行為の禁止） 
第４条	 職員は、次に掲げるようなセクシュアルハラスメント行為をしてはならない。 
（１）性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言 
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（２）わいせつ図画の閲覧、配布、掲示 
（３）うわさの流布 
（４）不必要な身体への接触 
（５）性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為 
（６）交際・性的関係の強要 
（７）性的な言動への抗議または拒否等を行った職員に対して、解雇、不当な人事考課、配置

転換等の不利益を与える行為 
（８）その他、相手方および他の職員に不快感を与える性的な言動 
 
（パワーハラスメント行為の禁止） 
第５条	 職員は、次に掲げるようなパワーハラスメント行為をしてはならない。 
（１）殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃 
（２）人格を否定するような発言をする精神的な攻撃 
（３）自分の意に沿わない職員に対して、仕事を外したり、長期間にわたり別室に隔離したり

するなどの人間関係からの切り離し 
（４）長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う環境で、業務に直接関係ない作業を命じるなどの過

大な要求 
（５）管理職であるメンバーを退職させるために、誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過

小な要求 
（６）集団で同僚１人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の職員に接触しないよう

に働きかけたりするなどの個への侵害 
 
（妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント行為の禁止） 
第６条	 職員は、次に掲げるような妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント行為

をしてはならない。 
（１）メンバーの妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不

利益な取扱いを示唆する言動 
（２）メンバーの妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動 
（３）メンバーが妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ

等 
（４）メンバーが妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動 
（５）メンバーまたは同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等 
 
（その他ハラスメント行為とみなされる全ての行為の禁止） 
第７条	 職員は、名称如何に関わらず、第４条、第５条、第６条各号に準ずるその他ハラスメ

ント行為をしてはならない。 
 
 
	

第３章	 	 相談・苦情の取扱い	
	

（対応機関の設置）	

第８条	 法人は、ハラスメントに関する相談・苦情に対応するため相談窓口ならびに調査

委員会を設ける。	

２．相談窓口は次の業務を担当するものとする。	

（１）ハラスメントに関する相談・苦情を受け付けること。	

（２）必要事項の聞き取りを行い、コンプライアンス担当理事へ報告すること。	

（３）調査委員会での検討事案か決定し、該当する場合は調査委員会へ報告すること。	

（４）その他、ハラスメント防止に関する事項の処理を行うこと。	

３．	調査委員会は次の業務を担当するものとする。	
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（１）相談・苦情があった事案について、調査を行うかを検討し、決定すること。 
（２）相談・苦情があった事案について、事実関係を確認すること。	

（３）相談・苦情があった事案について、事実に基づいた適切な措置を講ずること。 
（４）その他、ハラスメント防止に関連する事項の処理を行うこと。 
	

（相談・苦情の申出）	

第９条	 ハラスメントを受けた職員またはハラスメントを目撃した職員は、相談窓口に対

してハラスメントに関する相談・苦情の申出を行うことができる。	

２．ハラスメントに関する相談・苦情の申出は、現実に発生した場合だけでなく、発生の

おそれがある場合にも行うことができる。	

	

（申出の方法）	

第１０条	 前条に定める相談・苦情の申出は、書面または口頭で行うものとする。	

	

（プライバシーの保護）	

第１１条	 相談窓口の担当者は、申出をした職員および関係当事者のプライバシーの保護

に十分留意しなければならない。	

	

（不利益取扱いの禁止）	

第１２条	 法人は、職員がハラスメントに関する相談・苦情を申し出たことを理由として、

当該職員に不利益な取扱いをしてはならない。	

	

	

第４章	 	 ハラスメントへの対応	
	

（事実認定）	

第１３条	 ハラスメントの最終的な事実認定は、相談窓口からの報告をもとに、調査委員

会で行う。	

	

（懲戒処分）	

第１４条	 法人は、ハラスメント行為が認められた職員に対し、就業規則に基づいて懲戒

処分を行う。処分の対象者が役員、業務委託契約社員等の場合は、就業規則に準じた処

分を理事会で検討する。ただし、派遣労働者等当社の就業規則の適用を受けない者につ

いては、当該者の雇用主等に対して厳正な処分を求めるものとする。	

	

（指導・啓発）	

第１５条	 法人および職場内の管理監督者は、職員によるハラスメント行為が起きないよ

う、職員の指導・啓発に努めなければならない。	

	

（再発の防止）	

第１６条	 法人は、ハラスメントが発生した場合は、速やかに再発防止に取り組むことと

する。	

	

附	 	 則	
	

（施行日）	

本規程は２０２１年９月１日より施行する。 
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（改訂日） 
２０２１年１２月１６日改訂 



リスク管理規程 
 

（⽬的） 
第１条 この規程は、特定⾮営利活動法⼈全国こども⾷堂⽀援センター・むすびえ（以下、
「当法⼈」という。）におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの発⽣
防⽌及びリスクの発⽣による当法⼈の損失を最⼩化することを⽬的とする。 
 
（適⽤範囲） 
第２条 この規程は、当法⼈の役員及び当法⼈の職員等（従業員及び当法⼈から業務の委託
を受ける者、当法⼈の事業活動に関与するボランティアのことをいい、以下、役員と職員等
を総称して「役職員等」という。)に適⽤されるものとする。 
 
（定義） 
第３条 この規程において「リスク」とは、当法⼈に物理的、経済的若しくは信⽤上の損失
⼜は不利益を⽣じさせる可能性のある全ての事項を指すものとする。 
２ この規程において「具体的リスク」とは、リスクのうち以下に掲げる事態を指す。 

(1) 公益性に疑念を与える活動の実施 
(2) 不適切な情報の提供 
(3) 収⼊の減少 
(4) 資産の減少 
(5) 労使関係トラブルの発⽣ 
(6) 役員間のトラブルの発⽣ 
(7) ⾃然災害及び事故の発⽣ 
(8) 役職員等間での感染症の蔓延 
(9) 反社会的勢⼒からの攻撃 
(10) 上記に準じる事態 

 
（基本的責務） 
第４条 役職員等は、業務の遂⾏に当たって、法令、定款及び当法⼈の定める全ての規程を
遵守しなければならない。 
 
（リスクに関する措置） 
第５条 役員は、具体的リスクを積極的に予⾒し適切に評価するとともに、当法⼈にとって
最⼩のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避及び損害の低減に必要な措置を
予め講じるよう努めなければならない。 
２ 職員等は、当法⼈の業務に従事するにあたり、役員⼜は上⻑に対し当該業務において予



⾒されるリスクを進んで明らかにするとともに、これを処理するための措置について述べ
るよう努めなければならない。 
 
（具体的リスク発⽣時の措置） 
第６条 役員は、具体的リスクが発⽣した場合には、当該具体的リスクによる損害を最⼩化
するために必要と認められる範囲内の対応を⾏わなければならなない。 
２ 職員等は、具体的リスク発⽣後、速やかに役員⼜は上⻑に必要な報告をするとともに、
その後の処理については役員⼜は上⻑の指⽰に従わなければならない。 
３ 役員は、具体的リスクに起因する新たなリスクの具体化に備えるために、前条第１項の
措置を講じなければならない。 
 
（具体的リスクの処理後の報告） 
第７条 役員は、具体的リスクに関する処理が終了した場合には、処理の経過及び結果につ
いて記録を作成し、理事会及び監事に報告しなければならない。 
 
（クレームなどへの対応） 
第８条 職員等は、⼝頭⼜は⽂書により当法⼈の会員、取引先、顧客その他利害関係者から
クレームや異議等の抗議（以下、「クレーム等」という。）を受けたときには、これを速やか
に役員⼜は上⻑に報告しなければならない。 
２ 前項に基づき報告を受けた上⻑及び役員は、クレーム等に関する重要度を判断し、適切
な対応策を検討したうえで、職員等に対応を指⽰しなければならない。このとき、役員及び
上⻑は、クレーム等が具体的リスクの端緒であることを⼗分理解し、リスクが現実化しない
よう対応を検討しなければならない。 
 
（対外⽂書の作成） 
第９条 役職員等は、当法⼈の名義で発出する書⾯を作成するにあたっては、別途当法⼈が
定める⽂書管理規程の定めに従い、適切な決済を受けて作成し頒布しなければならない。 
 
（守秘義務） 
第１０条 役職員等は、当法⼈の業務に従事するにあたり知り得た⼀切の情報を第三者に開
⽰してはならない。 
２ 役職員等は、リスクに関する情報については、リスク管理の観点から職掌に応じて開⽰
される情報が異なることを⼗分に理解し、⾃⼰が受領した情報を当法⼈の職員等を含む第
三者にみだりに開⽰してはならない。 
 
（緊急事態の範囲） 



第１１条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、当法⼈、当法
⼈の事業所、⼜は役職員に急迫の事態が⽣じ、⼜は⽣じるおそれがあり、当法⼈を挙げた対
応が必要である場合をいう。 
（1） ⾃然災害 

地震、⾵⽔害等の災害 
（2） 事故 

① 爆発、⽕災、建物倒壊等の重⼤な事故 
② 当法⼈の活動に起因する重⼤な事故 
③ 役職員に係る重⼤な⼈⾝事故 

（3） 感染症 
（4） 犯罪 

① 建物の爆破、放⽕、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃 
② 当法⼈の法令違反等の摘発等を⽬的とした官公庁による⽴⼊調査 
③ 内部者による背任、横領等の不祥事 

（5） 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス 
（6） その他上記に準ずる法⼈運営上の緊急事態 
 
（緊急事態への対応） 
第１２条 当法⼈は、前条の規定に定める緊急事態が発⽣した場合、理事⻑をリスク管理統
括責任者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。 
 
（緊急事態の通報） 
第１３条 緊急事態の発⽣を認知した役職員は、速やかに所定の上⻑その他当法⼈が定め
る通報先に速やかに通報しなければならない。 
２ 前項の通報をうけた役職員等は、これを速やかに上⻑に通報しなければならない。 
３ 第１項の通報を受けた役員は、これを速やかに理事⻑に通報しなければならない。 
４ 本条に基づく通報は、迅速に⾏われるものとし、正確性を期するために通報を遅滞させ
てはならない。また、通報にあたっては、状況の変化に応じて逐次追加の通報を実施しなけ
ればならない。 
 
（情報管理） 
第１４条 緊急事態の通報を受けた者は、当該情報をみだりに拡散せず、適切な情報管理を
実施しなければならない。 
 
（緊急事態発⽣時の対応の基本⽅針） 
第１５条 緊急事態の発⽣時においては、当該緊急事態の対応を⾏う部署は、次の各号に掲



げる基本⽅針に従い、対応するものとする。ただし、次条の規定により緊急事態対策室（以
下「対策室」という。）が設置される場合、当該部署は、対策室の指⽰に従い、対策室と協
⼒して対応するものとする。 
（1） 地震、⾵⽔害等の⾃然災害 

① ⽣命及び⾝体の安全を最優先とする。 
② （必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。 
③ 災害対策の強化を図る。 

（2） 事故 
① 爆発、⽕災、建物倒壊等の重⼤な事故 

・⽣命及び⾝体の安全を最優先とし、環境破壊の防⽌にも努める。 
・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。 
・事故の再発防⽌を図る。 

② この法⼈の活動に起因する重⼤な事故 
・⽣命及び⾝体の安全を最優先とする。 
・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。 
・事故の再発防⽌を図る。 

③ 役職員に係る重⼤な⼈⾝事故 
・⽣命及び⾝体の安全を最優先とする。 
・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。 
・事故の再発防⽌を図る。 

（3） インフルエンザ等の感染症 
・⽣命及び⾝体の安全を最優先とし、伝染防⽌にも努める。 
・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。 
・集団感染の予防を図る。 

（4） 犯罪 
① 建物の爆破、放⽕、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃 

・⽣命及び⾝体の安全を最優先とする。 
・不当な要求に安易に屈せず、警察と協⼒して対処する。 
・再発防⽌を図る。 

② この法⼈の法令違反等の摘発等を⽬的とした官公庁による⽴⼊調査 
・この法⼈の損失の最⼩化を図る観点から適切な対応を検討する。 
・再発防⽌を図る。 

③ 内部者による背任、横領等の犯罪及び不祥事 
・この法⼈の損失の最⼩化を図る観点から適切な対応を検討する。 
・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。 
・再発防⽌を図る。 



（5） 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス 
・被害状況（機密情報漏えいの有無、この法⼈外への被害拡⼤や影響の有無）の把握 
・被害の最⼩化を図る観点から適切な対応を検討する。 
・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。 
・再発防⽌を図る。 

（6） その他経営上の事象 
この法⼈の損失の最⼩化を図る観点から適切な対応を検討する。 
  

 
（緊急事態対策室） 
第１６条 緊急事態が発⽣した場合⼜はその発⽣が予想される場合、理事⻑は、必要に応じ
て対策室を設置するものとする。 
２ 対策室は以下の職員を置くものとする。 

(1) 室⻑ 
(2) リスクマネジメントオフィサー 
(3) 室員 

３ 前項の職員は以下の者を以て充てるものとする。 
(1) 室⻑は理事⻑を以てこれに充てる。 
(2) リスクマネジメントオフィサーは、事務局⻑⼜は管理部⾨マネージャーから、理

事⻑が指名しこれに充てる。 
(3) 室員は、室⻑が⽒名する役職員等を以て充てる。 

 
（対策室会議の開催） 
第１７条 室⻑は対策室を設置したときは、速やかに対策会議を招集しなければならない。 
 
（対策室の分掌） 
第１８条 対策室は以下の業務を分掌するものとする。 

(1) 情報の収集・確認・分析 
(2) 初期対応の決定・指⽰ 
(3) 原因の究明及び対策基本⽅針の決定 
(4) 対外広報、対外連絡の内容、時期、窓⼝、⽅法の決定 
(5) 対社内連絡の内容、時期、⽅法の決定 
(6) 緊急事態の対応に必要な権限の委任 
(7) 緊急事態の対応に関する役割分担の決定、及び対策実⾏の指⽰並びに実⾏の確認 
(8) その他、緊急事態の対応に必要な⼀切の事項 

 



 
（役職員への指⽰・命令） 
第１９条 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員等
に対して⼀定の⾏動を指⽰・命令することができる。 
２ 役職員等は、対策室から指⽰・命令が出されたときは、その指⽰・命令に従って⾏動し
なければならない。  
  
（報道機関への対応） 
第２０条 緊急事態に関する報道機関からの取材は、事務局⻑⼜はリスクマネジメントオフ
ィサーが対応する。 
 
（届出） 
第２１条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、これを速や
かに届け出るものとする。 
２ 所管官公庁への届出は、事務局⻑⼜はリスクマネジメントオフィサーがこれを⾏う。 
３ 事務局⻑⼜はリスクマネジメントオフィサーは、所管官公庁への届出の内容について、
予め理事⻑の承認を得なければならない。 
 
（緊急事態の終了） 
第２２条 理事⻑は、緊急事態が収束したと判断したときは、緊急事態の宣⾔を終了しなけ
ればならない。このとき、対策室を設置していたときは、理事⻑は対策室を解散しなければ
ならない。 
 
（理事会及び監事への報告） 
第２３条  
 理事⻑は、緊急事態対策を実施したときは、その直後に開催される理事会において、次の
事項を報告しなければならない。 

(1) 発⽣した緊急事態の内容 
(2) 発⽣にいたる経緯 
(3) 対応の内容 
(4) 対応に要した費⽤ 
(5) 再発防⽌策 
(6) 緊急事態が継続しているときは、今後の対応⽅針 
(7) 緊急事態に関し役職員等の処分を実施したときはその処分の内容 
 

（懲戒） 



第２４条 理事⻑は、以下に該当する役職員等（ただし、監事を除く。）を、その情状によ
り、懲戒処分に付することができる。 

(1) 具体的リスクの発⽣に意図的に関与した者 
(2) 具体的リスクが発⽣するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に

講じなかった者 
(3) 具体的リスクの解決について、当法⼈の指⽰・命令に従わなかった者 
(4) 具体的リスクの予防、発⽣、解決等についての情報を、当法⼈の許可なく外部に漏

らした者 
(5) その他、具体的リスクの予防、発⽣、解決等において当法⼈に不都合な⾏為を⾏っ

た者  
 
（緊急事態通報先⼀覧表） 
第２５条 総務部は、緊急事態の発⽣に備えて、緊急事態通報先⼀覧表（以下「⼀覧表」と
いう。）を作成し、これを関係者に周知徹底しなければならない。 
２ ⼀覧表は、少なくとも６カ⽉に１回点検の上、必要に応じて修正する等、常に最新のも
のとするように努めなければならない。 
 
（⼀覧表の携帯等） 
第２６条 役職員は、⼀覧表⼜はこれに代わり得るものを常に携帯するとともに、常時その
所在⼜は通報先を明らかにしておかなければならない。 
２ 前項に規定する者を除く関係者も、緊急事態発⽣時の通報先を常に把握しておかなけれ
ばならない。 
 
（改 廃） 
第２７条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て⾏う。 
 
附 則 
この規程は、2020 年 6 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。（2020 年 5 ⽉ 3 ⽇理事会決議） 



環境配慮方針 
 

 

１． 理念 

   特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下、「当法

人」といいます）は、「全国のこども食堂が、それぞれの事業基盤を強化し、

相互に支えあい、かつ地域・社会から広く理解を得て事業を行えるよう、こど

も食堂やそのネットワーク団体への支援、こども食堂を支援する企業・団体・

個人などへのコンサルティングや企画運営支援、及びこども食堂に関する調査

研究を行い、それによってこども食堂がすべての子が安心して利用できる場に

なることを通じて、誰も取り残さない共生社会の創造に寄与する」という目的

のもと、法人としての社会的責任を自覚し、社会の持続的発展及び循環型社会

の実現に貢献します。 

 

２． 指針 

 ⑴ 当法人は環境に関連する法規制を遵守します。 

 ⑵ 当法人は食品ロスの削減に努めます。 

 ⑶ 当法人は環境に配慮した企業との連携を積極的に推進します。 

 ⑷ 当法人は、地域社会、企業、全国のこども食堂と連携し、環境保全に努めま

す。 

  

 

２０２０年９月２８日 

特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 
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監事監査規程 

 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下「この

法人」という。）における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査

は、法令及び定款に定めるもののほかはこの規程による。 

 
（基本理念） 

第２条 監事は、この法人の機関として、理事との相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を行うこ

とにより、この法人の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与す

るものとする。 

 
（職 責） 

第３条 監事は、理事の職務の執行又は職員の業務の遂行を監査する。 

 
 

（理事等の協力） 

第４条 理事及び職員は、監事による法令、定款及びこの規程に定める業務の遂行に協力するものと

する。 

２ 理事又は理事会は、監事の職務のために必要な体制の整備に留意する。 

 

第２章 監査の実施 

（監査の実施） 

第５条 監事は、監査事項について、調査、閲覧、立会、報告の聴取等により監査を行うものとす

る。 

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状

況の調査をすることができる。 

（会議への出席） 

第６条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

２ 監事は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。 

３ 監事は、理事会又は評議員会に出席できなかった場合には、出席した理事から、その審議事項に

ついて報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。 

４ 監事は、理事会及び評議員会以外に開催される重要な会議に出席し、意見を述べることができ

る。 

 

第３章 報告、意見陳述等 

（理事会への報告等） 
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第７条 監事は、理事又は職員が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認める

とき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 

２ 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長（理事長に事故が

あるとき又は理事長が欠けたときは各理事）に対し理事会の招集を請求することができる。 

３ 前項の請求をした監事は、当該請求から 5 日以内に、当該請求があった日から 2 週間以内の日を

理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、理事会を招集することができる。 

４ 監事は、理事に対し、業務の執行に当たり、この法人の業務の適正かつ合理的な運営のため、

業務の運営又はこの法人の諸制度について、意見を述べることができる。 

 
（差止請求） 

第８条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、

又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害

が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為の差止めを請求することができる。 

 
（理事等からの報告への対応） 

第９条 監事は、理事又は職員から、理事又は職員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそ

れがある、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるとの報告を

受けた場合、調査等の必要な措置を講ずるものとする。 

 
（会計方針等に関する意見） 

第１０条 監事は、理事が会計方針又は計算書類及びその附属明細書の記載方法を変更する場合に

は、あらかじめ変更の理由について報告するよう求めることができる。 

２ 監事は、会計方針又は計算書類及びその附属明細書の記載方法について疑義又は意見があるとき

は、理事に意見を述べなければならない。 

 

（評議員会への報告） 

第１１条 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査

し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結

果を評議員会に報告しなければならない。 

 
（評議員会における説明義務） 

第１２条 監事は、評議員会において評議員から説明を求められ、又は質問を受けた場合には、議長

の議事運営に従い、法令で定める場合を除き、必要な説明又は回答をしなければならない。 

 

第４章 監査報告 

（財務諸表等の監査） 

第１３条 監事は、理事長から財務諸表等及び事業報告を受領し、これらの書類について監査する。 
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（監査報告） 

第１４条 監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規定に従い、監査報告を作成す

る。監事の間で異なる意見がある場合には、それぞれの意見を監査報告に記載する。 

２ 前項の監査報告には、作成年月日を付し、監事全員が記名押印をするものとする。

３ 監事は前 2 項の規定により作成した監査報告を、理事に提出する。 

 

第５章 雑 則 

（監査補助者） 

第１５条 監事の職務執行の補助機関として、基盤整備事業担当者を置く。 

２ 前項の補助機関に関する事項については、監事と理事長との協議によって定める。 

 
 

（改 廃） 

第１６条 この規程の改廃は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。 

 
 

附 則 

この規程は、2020年6月1日から施行する。（2020年5月3日監事決定） 



寄 付 金 取 扱 規 程   

  

(目   的)   

第 １ 条  こ の 規 程 は、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 全 国 こ ど も 食 堂 支 援 セ ン ター・ む す び え （以 下 ｢  

こ の 法 人 ｣ と い う。） が 受 領 す る 寄 付 金 の 取 扱 い に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ 

り、 こ の 法 人 の 寄 付 金 取 扱 い 事 務 の 適 正 化 を 図 る こ と を 目 的 と す る。   

  

（定   義）   

第 ２ 条 　 こ の 規 程 に お い て、 寄 付 金 と は、 こ の 法 人 が 寄 付、 遺 贈、 募 金 等 の 名 目 を 問 わ 

ず、 返 還 義 務 を 伴 わ ず に 受 領 す る 対 価 性 の な い 金 銭 そ の 他 の 財 産 権 （こ の 法 人 に 対 す る 無 

償 の 役 務 提 供 を 除 く） を い う。   

  

(寄 付 金 の 種 類)   

第 ３ 条 　 こ の 法 人 が 受 け 入 れ る 寄 付 金 の 種 類 は、 「一 般 寄 付 金」、 「指 定 寄 付 金」 及 び 

「特 別 寄 付 金」 と す る。   

２ 　 本 規 程 に お い て、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る。   

（１） 一 般 寄 付 金   

個 人 ま た は 団 体 か ら 使 途 の 特 定 が な さ れ な い で 受 領 す る 寄 付 金   

（２） 指 定 寄 付 金   

広 く 一 般 に、 こ の 法 人 が 使 途 を 特 定 し て 一 定 期 間 募 金 活 動 を 行 う こ と に よ り 受 領 す る 寄 付 

金   

（３） 特 別 寄 付 金   

前 各 号 の ほ か、 こ の 法 人 が 予 め 使 途 を 特 定 し て、 個 人 ま た は 団 体 か ら 受 領 す る 寄 付 金   

  

(一 般 寄 付 金 の 募 集 及 び 使 途)   

第 ４ 条 　 こ の 法 人 は 常 時 一 般 寄 付 金 を 募 る こ と が で き る。   

２ 　 一 般 寄 付 金 は、 定 款 第 ５ 条 に 定 め る 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 使 用 す る ほ か、 こ の 

法 人 の 運 営 上 必 要 な 範 囲 で 管 理 費 に 使 用 す る こ と が で き る。   

  

(指 定 寄 付 金 の 募 集 及 び 使 途)   

第 ５ 条 　 指 定 寄 付 金 を 募 集 す る と き は、 募 集 総 額、 募 集 期 間、 募 集 対 象、 募 集 理 由、 次 項 

に 規 定 す る 資 金 使 途 及 び そ の 他 の 必 要 な 事 項 を 説 明 し た 書 面 （電 磁 的 方 法・ 記 録 を 含 む） 

を 理 事 会 に 提 出 し、 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い。 変 更 す る 場 合 も 同 様 と す る。   

２ 　 指 定 寄 付 金 は、 適 正 な 募 集 経 費 を 控 除 し た 残 額 の 総 額 を 定 款 第 ５ 条 の 特 定 非 営 利 活 動 

目 的 事 業 の う ち 特 定 の 事 業 に 使 用 す る こ と と し て 資 金 使 途 を 具 体 的 に 定 め な け れ ば な ら な 

い。   

３ 　 指 定 寄 付 金 に つ い て、 募 集 総 額 を 上 回 る 寄 付 金 が 寄 せ ら れ た 場 合 及 び 予 定 し て い た 資 

金 使 途 へ の 充 当 が 困 難 に なっ た 場 合 等 は、 理 事 会 の 議 決 を 経 て、 こ の 法 人 の 他 の 特 定 非 営 

利 活 動 に 係 る 事 業 に 使 用 す る こ と が で き る。 ま た、 受 領 し た 指 定 寄 付 金 総 額 の 最 大 ３ 割 

（当 該 指 定 寄 付 金 の 募 集 経 費 を 含 む） ま で を 上 限 と し て、 必 要 な 範 囲 で 管 理 費 に 使 用 す る 

こ と が で き る。   

  

(特 別 寄 付 金)   

第 ６ 条 　 こ の 法 人 は、 個 人 ま た は 団 体 か ら 特 別 寄 付 金 を 受 領 す る こ と が で き る。 但 し、 特 

別 寄 付 金 を 受 領 す る に は、 理 事 会 の 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い。   

２ 　 特 別 寄 付 金 は、 適 正 な 募 集 経 費 を 控 除 し た 残 額 の 総 額 を、 特 定 の 目 的 に 使 用 す る も の 

と す る。   
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（金 銭 以 外 の 寄 付 金）   

第 ７ 条 　 金 銭 以 外 の 寄 付 金 等 に つ い て は、 寄 付 者 に 説 明 し た 寄 付 の 使 途 の 範 囲 内 で、 こ の 

法 人 が 自 ら 使 用 す る ほ か、 換 価 等 の 処 分 の 上、 必 要 経 費 を 控 除 し た 残 額 を 前 ３ 条 の 規 定 に 

従っ て 使 用 す る も の と す る。   

  

（寄 付 金 の 受 入 の 制 限）   

第 ８ 条 　 こ の 法 人 は、 寄 付 金 が 次 の 各 号 に 該 当 す る と き、 ま た は そ の お そ れ が あ る と き 

は、 そ の 受 入 を 辞 退 し、 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 に 対 し て、 受 領 し た 寄 付 金 等 を 返 還 す る 

こ と が で き る。   

① 　 法 令 ま た は 定 款 に 抵 触 す る と き   

② 　 寄 付 金 等 の 受 け 入 れ に 起 因 し て、 こ の 法 人 が 著 し い 負 担 を 生 じ る と き   

③ 　 こ の 法 人 の 業 務 遂 行 上 支 障 が あ る と 認 め ら れ る と き お よ び こ の 法 人 が 受 け 入 れ る に は 

不 適 当 と 認 め ら れ る と き   

④ 　 寄 付 者 が 使 途 を 指 定 し て 行っ た 寄 付 に 関 し、 そ の 使 途 が 定 款 に 定 め る こ の 法 人 の 目 的 

の 達 成 に 資 す る も の で な い と き   

⑤   寄 付 者 が、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 

号） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 若 し く は 同 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 若 

し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 で あ る と き   

２ 　 前 項 に 基 づ き、 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 に 対 し て、 寄 付 金 の 返 還 を す る 場 合 に、 寄 付 

者 本 人 ま た は そ の 指 定 す る 者 に 対 す る 返 還 が 困 難 な 事 情 が あ る と き は、 返 還 に 代 え て 供 託 

等 の こ の 法 人 の 指 定 す る 適 切 な 方 法 を と る こ と が で き る も の と す る。   

３ 　 前 ２ 項 に 基 づ く 寄 付 金 の 返 還 等 が、 や む を 得 な い 理 由 に よ り、 次 条 に 定 め る 領 収 証 等 

の 発 行 後 に 行 わ れ る 場 合 は、 原 則 と し て 発 行 済 領 収 証 等 の 返 還 を 要 す る も の と す る。   

  

（寄 付 金 の 受 領 後 の 対 応）   

第 ９ 条 　 こ の 法 人 が 寄 付 金 を 受 領 し た と き は、 前 条 に 定 め る 受 入 制 限 に 該 当 し な い 限 り、 

遅 滞 な く 礼 状 （受 領 書） ま た は 領 収 証 （以 下 「領 収 証 等」 と い う。） を、 寄 付 者 ま た は そ 

の 承 継 人 へ 送 付 す る。 た だ し、 寄 付 者 も し く は そ の 承 継 人 の 氏 名、 名 称、 所 在 等 が 客 観 的 

な 記 録 等 か ら 確 認 で き な い 場 合、 ま た は 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 が 特 段 の 意 思 を 表 明 し た 

と き は こ の 限 り で な い。   

２ 　 前 項 の ほ か、 こ の 法 人 は、 理 事 会 の 決 定 に 基 づ き、 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 に 対 し 

て、 特 別 な 表 彰 を 行 う こ と が で き る。   

３ 　 寄 付 金 の 領 収 証 等 は、 寄 付 金 の 振 込 記 録 ま た は 寄 付 者 が 作 成 す る 寄 付 申 込 書 等 の 客 観 

的 な 記 録 に 基 づ き、 可 能 な 限 り 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 本 人 の 氏 名 ま た は 名 称 で 発 行 す る 

も の と す る。 な お、 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 か ら 本 人 以 外 の 名 義 に よ る 領 収 証 等 の 発 行 依 

頼 が あっ た と き は、 会 計 責 任 者 及 び 担 当 理 事 が 法 令 等 に 照 ら し て そ の 適 否 を 判 断 す る も の 

と す る。   

４ 　 こ の 規 程 に 定 め る も の を 除 き、 こ の 法 人 の 資 産 の 譲 渡・ 貸 付・ 運 用、 役 務 の 提 供、 役 

員 の 選 任 及 び 事 業 の 運 営 等 に 関 し て、 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 に 特 別 の 利 益 を 与 え な い よ 

う 留 意 し な け れ ば な ら な い。   

  

（寄 付 金 の 使 途 結 果 の 報 告）   

第 10 条 　 寄 付 金 の 使 途 結 果 の 報 告 は、 こ の 法 人 の 社 員 総 会 に お け る 事 業 報 告 お よ び ホー ム 

ペー ジ、 活 動 報 告 書 等 に よ り、 適 時 適 切 に 行 う も の と す る。   

  

(個 人 情 報 保 護)   

第 11 条 　 寄 付 者 お よ び そ の 承 継 人 に 係 る 個 人 情 報 は、 こ の 法 人 が 別 途 定 め る 個 人 情 報 保 護 

方 針 に 基 づ き、 適 切 に 取 得、 管 理 お よ び 利 用 し な け れ ば な ら な い。   
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（遺 贈 お よ び 相 続 財 産 か ら の 寄 付）   

第 12 条 　 寄 付 者 か ら の 遺 贈 お よ び 相 続 財 産 か ら の 寄 付、 信 託 や 生 命 保 険 の 仕 組 み を 利 用 し 

た 寄 付 に つ い て も、 本 規 定 を 準 用 す る。   

２ 　 遺 贈 ま た は 相 続 財 産 か ら の 寄 付 を 受 け 入 れ る に あ たっ て は、 弁 護 士 や 税 理 士 等 の 専 門 

家 に 適 宜 助 言 を 求 め、 遺 贈 者 ま た は 寄 付 者 の 想 い の 実 現 を 図 る べ く、 円 滑 な 受 け 入 れ が で 

き る よ う 努 め る。   

  

（雑   則）   

第 13 条 　 本 規 程 に 定 め る も の の ほ か、 本 規 程 の 実 施 に 必 要 な 事 項 は、 別 に 理 事 会 に お い て 

定 め る。   

  

（規 程 の 改 正）   

第 14 条 　 本 規 程 は、 理 事 会 の 決 議 に よ り 改 正 す る こ と が で き る。   

  

附   則   

こ の 規 程 は、 2021 年 6 月 1 日 よ り 施 行 す る。 （ 2021 年 5 月 25 日 理 事 会 議 決）   
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‭給与規程‬

‭(総則)‬
‭第1条　この規程は、特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下‬
‭「当法人」という。）の職員の給与について定める。なお、第9条休職手当については適用‬
‭対象に該当する業務準委任契約者も対象に含めるものとする。‬

‭(給与の種類)‬
‭第2条　職員の給与は、月給制とし、それぞれ次に掲げる区分により支給する。‬

‭　　(1)基本給‬
‭　　(2)手当‬
‭　　　　該当する職員には、次の手当を支給する。‬
‭　　　　　1 扶養手当‬
‭　　　　　2 超過勤務・休日勤務手当‬
‭　　　　　3 休職手当‬

‭(基本給の計算方法)‬
‭第3条　基本給は、役割、業務内容、所定労働時間、能力等を勘案して月額固定給として各‬
‭人ごとに決定する。‬

‭(初任給)‬
‭第4条　初任給は、役割、業務内容、所定労働時間、技能経験、学識等を勘案して決定す‬
‭る。‬

‭(給与改定)‬
‭第5条　給与改定の時期は原則4月1日とする（ただし入職後1年を経過しない場合を除‬
‭く）。給与改定の実施については、当法人の業績、社会情勢、職員の勤務状況、業績、役割‬
‭等を勘案して毎年決定する。‬
‭2　報酬額の昇給・降給については人事評価と役割を勘案した賃金テーブルによって決定す‬
‭る。‬

‭(扶養手当)‬
‭第7条　扶養手当は、毎月1日現在に扶養親族のある職員に対して支給する。‬

‭2　扶養親族とは、次に掲げるもので、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けて‬
‭いるもので、事業サポート部門担当理事が認めた者とする。‬

‭　　(1) 配偶者‬‭*‬
‭　　(2) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子および孫‬
‭　　(3) 父母および祖父母‬

‭*‬‭他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けているものとは、 健康保険の被扶養者で‬
‭あるものをいう。‬



‭3　扶養手当の額は、下記により算出した額とする。‬

‭　　(1) 配偶者‬‭*‬‭、父母および祖父母：一人につき6,500円‬
‭　　(2) 子および孫：一人目12,000円、二人目以降は一人につき6,000円　‬

‭4　扶養親族に異動があった場合は、直ちに当法人あてに届け出なければならない。‬

‭*‬‭本規程において「配偶者」とは、異性であるか同性であるかを問わず、事実上婚姻と同様‬
‭の関係にある者を含む。ただし、住民票上の世帯が同一であること。‬

‭(超過勤務・休日手当)‬
‭第8条　超過勤務・休日勤務手当は、勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対‬
‭し支給する。‬

‭2　超過勤務・休日手当の額は、次により算出した額とする。‬
‭　　(1) 時間外勤務(法定労働時間内の場合)‬
‭　　‬ ‭基本給÷(当該年度所定労働時間÷12)×勤務時間×1.00‬
‭　　(2) 時間外勤務(法定労働時間超の場合)‬
‭　　‬ ‭基本給÷(当該年度所定労働時間÷12)×勤務時間×1.25‬
‭　　(3) 時間外勤務(1ヶ月60時間超の場合)‬
‭　　‬ ‭基本給÷(当該年度所定労働時間÷12)×勤務時間×1.50‬
‭　　(4) 深夜勤務(午後 10 時より翌朝 5 時まで)‬
‭　　‬ ‭基本給÷(当該年度所定労働時間÷12)×勤務時間×0.25‬
‭　　(5) 休日(法定)勤務‬
‭　　‬ ‭基本給÷(当該年度所定労働時間÷12)×勤務時間×1.35‬
‭　　(6) 上記(2)及び(3)(5)において、午後 10 時より翌朝午前 5 時に勤務した場合は、‬
‭　　‬ ‭それぞれに割増率 0.25 を加算する。‬

‭3　当法人の指示によらないで超過勤務をし、または所定の手続きを怠った場合には、超過‬
‭勤務手当を支給しないことがある。‬

‭(休職手当)‬
‭第9条　休職手当は、就業規則（ワーキングガイド集）第2章9.休職 に定める休職期間中の‬
‭適用対象者に対して一定期間支給する。‬

‭2　休職手当の適用対象者とは、原則として契約更新時の契約内容、および契約更新月の前‬
‭月の実績が次に掲げる基準を全て満たす場合に対象とする。なお、本手当については以下の‬
‭基準を満たす業務準委任契約者も対象とする。‬
‭　　(1) 当法人の業務の稼働時間が週20時間（月平均86時間）以上（注1）‬
‭　　(2) 試用期間を過ぎた者（および業務準委任契約者については、本契約後の者）‬
‭　　(3) 月平均の報酬額が88000円相当（注2）‬
‭　　(4) 休職期間中、むすびえ以外の収入がない、もしくは上記基準額（88000円）以下の‬
‭　　　場合‬

‭注1：原則としては、契約上の所定労働時間にあたる時間数で判断するが、業務準委任契約‬
‭で契約上の時間数の取り決めがない場合は以下の基準で判断。‬



‭実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ‬
‭月目から対象。‬
‭同様に、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間未満となり、その状態が引き続くと見込まれる‬
‭場合には、3ヶ月目から対象外となる。‬
‭なお、1年は約52週、52÷12＝4.3333...なので1カ月は4.3週として計算すると週20時間＝月‬
‭86時間。‬

‭注2：原則として契約更新時の前月の報酬額を基準とするが、報酬額の増減があった場合は‬
‭下記の基準で判断。‬
‭2ヶ月連続で88000円以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から対象。‬
‭同様に、2ヶ月連続で88000円未満となり、その状態が引き続くと見込まれる場合には、3ヶ‬
‭月目から対象外となる。‬

‭3　休職手当の支給期間および額は、下記に定める期間を限度として、休職前３ヶ月間の平‬
‭均賃金の６割を休業手当として支給する。ただし、業務上の傷病および健康保険・雇用保険‬
‭加入者で傷病手当等の支給が受けられる場合は原則としてその支給期間中は本手当を支給し‬
‭ない。傷病手当等の支給を受けられる場合で、その額および支給期間が本手当の額及び支給‬
‭期間に満たない場合はその差額分のみ支給する。‬

‭　　(1) 雇用契約メンバーの場合‬
‭　　　①勤続１年未満・・・1か月‬
‭　　　②勤続１年以上・・・3カ月‬
‭　　(2) 業務準委任メンバーの場合‬
‭　　　①契約１年未満・・・1か月‬
‭　　　②契約１年以上・・・3カ月‬

‭注3：平均賃金とは、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その職員に支払われた‬
‭賃金の総額を、その期間(賃金の締め切り日ごと)の総日数(暦日数)で除した金額。‬

‭4　休職期間中に個人が負担する社会保険料がある場合は、休職手当から当該金額を控除す‬
‭るものとする。‬

‭(給与の支給日)‬
‭第10条　給与の計算期間は毎月 1 日より末日までとし、支給日は翌月末日(その日が当法人‬
‭の休日に当るときはその前日、以下順次繰り上げ)とする。‬

‭2　超過勤務手当の計算期間は、毎月末日を締切日とし、翌月の給与支給日に支給する。‬

‭(給与の支給方法)‬
‭第11条　給与は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関‬
‭ロ座に振込むこともできる。‬

‭2　前項にかかわらず、次の各項目のうち必要な項目を合意のうえ給与から控除するものと‬
‭する。‬

‭　　(1) 源泉所得税‬
‭　　(2) 住民税‬
‭　　(3) 健康保険料‬



‭　　(4) 厚生年金保険料‬
‭　　(5) 介護保険料‬
‭　　(6) 雇用保険料‬
‭　　(7) その他、控除する旨あらかじめ労使協定にて定めたもの‬

‭(給与の減額)‬
‭第12条　次の各号の一つに該当する不就労日が生じた場合は、給与は支給しない。‬

‭　　(1) 産前産後の休業、出勤制限及び休職の規定により生ずる不就労日‬
‭　　(2) 年次有給休暇・夏期休暇、特別休暇等および通常の遅刻・早退で当法人内で権限の‬
‭　　　ある者による承認を得たものを除く不就労日または不就労時間‬
‭　　(3) 育児休業の期間における不就労日‬
‭　　(4) 介護休業の期間における不就労日‬
‭　　(5) 入社または退職月の不就労日、ただし、死亡による退職の場合は、当月分全額を支‬
‭　　　給する。‬

‭2　次の各号の一つに該当する不就労日または不就労時間が生じた場合は、基本給は支給し‬
‭ない。‬

‭　　(1) 母性健康管理のための措置、生理休暇の期間における不就労日‬
‭　　(2) 育児時間の期間における不就労時間‬
‭　　(3) 子の看護のための休暇の期間における不就労日‬
‭　　(4) 育児短時間勤務の期間における不就労時間‬
‭　　(5) 介護休暇の期間における不就労日‬
‭　　(6) 介護短時間勤務の期間における不就労時間‬

‭3　第 1 項の不就労日が生じた場合の給与は、(基本給+手当)÷当該月の労働日数×不就労日‬
‭数で得た金額を、給与から控除し支給する。‬

‭4　第 2 項の不就労日が生じた場合の給与は、基本給÷当該月の労働日数×不就労日数で得た‬
‭金額を、給与から控除し支給する。‬

‭5　第 2 項の不就労時間が生じた場合の給与は、基本給÷(当該年度所定労働時間÷12)×不就‬
‭労時間で得た金額を、給与から控除し支給する。‬

‭(賞与)‬
‭第13条　賞与の支給は、行わない。‬

‭(端数処理)‬
‭第14条　1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、1円未満の端‬
‭数を1円に切り上げる。‬

‭2　1日および1か月における賃金及び割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、前項‬
‭と同様に処理する。‬

‭3　第12条第3項から第5項に定める金額に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満の端数を‬
‭切り捨てる。‬



‭(雑則)‬
‭第15条　この規程の実施に関し、必要な事項については、事業サポート部門担当理事が定‬
‭める。‬

‭附 則 この規程は、2021年3月1日から施行する。‬
‭2023年6月1日改定‬
‭2024年1月1日改定‬



経 理 規 程   
  

第 １ 章   総   則   
  
（⽬   的）   
第 １ 条  こ の 規 程 は ､ 特 定 ⾮ 営 利 活 動 法 ⼈ 全 国 こ ど も ⾷ 堂 ⽀ 援 セ ン ター・ む す び え  (以 下 ｢ こ   
の 法 ⼈ ｣ と い う ｡) に お け る 経 理 処 理 に 関 す る 基 本 を 定 め た も の で あ り ､ 財 務 及 び 会 計 の す べ 
て の 状 況 を 正 確 か つ 迅 速 に 把 握 し ､ こ の 法 ⼈ の 事 業 活 動 の 計 数 的 統 制 と そ の 能 率 的 運 営 を 
図 る こ と を ⽬ 的 と す る ｡   
  
（適 ⽤ 範 囲）   
第 ２ 条   こ の 規 程 は ､ こ の 法 ⼈ の 経 理 業 務 の す べ て に つ い て 適 ⽤ す る ｡   
  
（経 理 の 原 則）   
第 ３ 条  こ の 法 ⼈ の 経 理 は ､ 法 令 ､ 定 款 及 び 本 規 程 の 定 め に よ る ほ か ､ ⼀ 般 に 公 正 妥 当 と 認 め  
ら れ る 特 定 ⾮ 営 利 活 動 法 ⼈ の 会 計 の 慣 ⾏ に 準 拠 し て 処 理 さ れ な け れ ば な ら な い ｡   
  
（会 計 年 度）   
第 ４ 条   こ の 法 ⼈ の 会 計 年 度 は ､ 定 款 の 定 め に よ り ､ 毎 年 4 ⽉ 1 ⽇ か ら 翌 年 3 ⽉ 末 ⽇ ま で と る ｡   
  
（区 分 経 理）   
第 ５ 条   法 令 の 要 請 等 に よ り 必 要 と さ れ る 場 合 は 会 計 区 分 を 設 け る も の と す る ｡   
  
（経 理 責 任 者）   
第 ６ 条   経 理 責 任 者 は ､ 理 事 ⻑ が 指 名 す る ｡   
  
（帳 簿 書 類 の 保 存 ･ 処 分）   
第 ７ 条   経 理 に 関 す る 帳 簿 ､ 伝 票 及 び 書 類 の 保 存 期 間 は 次 の と お り と す る ｡   
(1)   財 務 諸 表   永 久   
(2)   会 計 帳 簿 及 び 会 計 伝 票   7 年   
(3)   証 憑 書 類   7 年   
(4)   収 ⽀ 予 算 書   5 年   
(5)   そ の 他 の 書 類   5 年   
２   前 項 の 保 存 期 間 は ､ 決 算 に 関 す る 定 期 理 事 会 終 結 の ⽇ か ら 起 算 す る も の と す る。   
３  帳 簿 等 を 焼 却 そ の 他 の 処 分 に 付 す る 場 合 は ､ 事 前 に 経 理 責 任 者 の 指 ⽰ ⼜ は 承 認 に よっ て  
⾏ う ｡   
  
（規 程 の 改 廃）   
第 ８ 条   こ の 規 程 の 改 廃 は ､ 理 事 会 の 決 議 を 経 て ⾏ う も の と す る。   
  

第 ２ 章   勘 定 科 ⽬ 及 び 帳 簿 組 織   
  
（勘 定 科 ⽬ の 設 定）   
第 ９ 条  こ の 法 ⼈ の 会 計 に お い て は ､ 財 務 及 び 会 計 の す べ て の 状 況 を 的 確 に 把 握 す る た め 必  
要 な 勘 定 科 ⽬ を 設 け る ｡   
２   各 勘 定 科 ⽬ の 名 称 は ､ 別 に 定 め る 勘 定 科 ⽬ 表 に よ る ｡     
  
（会 計 処 理 の 原 則）   
第 10 条   会 計 処 理 を ⾏ う に 当 たっ て は ､ 特 に 次 の 原 則 に 留 意 し な け れ ば な ら な い ｡   
(1)  貸 借 対 照 表 に お け る 資 産 ､ 負 債 及 び 正 味 財 産 ､ 活 動 計 算 書 に お け る ⼀ 般 正 味 財 産 及 び 指  
定 正 味 財 産 に つ い て の 増 減 内 容 は ､ 総 額 を もっ て 処 理 し ､ 直 接 項 ⽬ 間 の 相 殺 を ⾏っ て は な ら 
な い ｡   
(2)  そ の 他 ⼀ 般 に 公 正 妥 当 と 認 め ら れ る 特 定 ⾮ 営 利 活 動 法 ⼈ の 会 計 処 理 の 原 則 に 準 拠 し て  
⾏ わ な け れ ば な ら な い ｡   



  
（会 計 帳 簿）   
第 11 条   会 計 帳 簿 は ､ 次 の と お り と す る ｡   
(1)   主 要 簿   
ア   仕 訳 帳     
イ   総 勘 定 元 帳   
(2)   補 助 簿   
ア   現 ⾦ 出 納 帳     
イ   預 ⾦ 出 納 帳   
ウ   固 定 資 産 台 帳     
エ   基 本 財 産 台 帳   
オ   特 定 資 産 台 帳     
カ   会 費 台 帳   
キ   指 定 正 味 財 産 台 帳   
ク   そ の 他 必 要 な 勘 定 補 助 簿   
２   仕 訳 帳 は ､ 会 計 伝 票 を もっ て こ れ に 代 え る ｡   
３   補 助 簿 は ､ こ れ を 必 要 と す る 勘 定 科 ⽬ に つ い て 備 え ､ 会 計 伝 票 並 び に 総 勘 定 元 帳 と 有   
機 的 関 連 の も と に 作 成 し な け れ ば な ら な い ｡   
  
（会 計 伝 票）   
第 12 条   ⼀ 切 の 取 引 に 関 す る 記 帳 整 理 は ､ 会 計 伝 票 に よ り ⾏ う も の と す る ｡   
２   会 計 伝 票 は ､ 下 記 の 諸 票 を 総 称 す る も の で あ る ｡   
(1)   通 常 の 経 理 仕 訳 伝 票   
(2)   コ ン ピュー タ 会 計 に お け る ､ イ ン プッ ト の た め の 所 定 様 式 に よ る 会 計 原 票   
(3)  コ ン ピュー タ を 基 幹 と す る 情 報 シ ス テ ム の 情 報 処 理 過 程 で つ く ら れ る 会 計 情 報 に つ い  
て の 諸 票 類 の う ち ､ 会 計 原 票 と 認 定 し た 諸 票   
３   会 計 伝 票 は ､ 次 の と お り と し ､ そ の 様 式 は 別 に 定 め る ｡   
(1)   ⼊ ⾦ 伝 票   
(2)   出 ⾦ 伝 票   
(3)   振 替 伝 票   
４  会 計 伝 票 は ､ 証 憑 に 基 づ い て 作 成 し ､ 証 憑 は 会 計 伝 票 と の 関 連 付 け が 明 ら か と な る よ う に  
保 存 す る も の と す る ｡   
５   会 計 伝 票 及 び 証 憑 に は ､ そ の 取 引 に 関 係 す る 責 任 者 の 承 認 印 を 受 け る も の と す る ｡   
６  会 計 伝 票 に は ､ 勘 定 科 ⽬ ､ 取 引 年 ⽉ ⽇ ､ 数 量 ､ ⾦ 額 ､ 相 ⼿ ⽅ 等 取 引 内 容 を 簡 単 か つ 明 瞭 に 記  
載 し な け れ ば な ら な い ｡   
  

  （証   憑）   
第 13 条  証 憑 と は ､ 会 計 伝 票 の 正 当 性 を ⽴ 証 す る 書 類 ⼜ は 電 磁 的 記 録 を い い ､ 次 の も の を い う  
｡   
(1)   請 求 書   
(2)   領 収 書   
(3)   証 明 書   
(4)   稟 議 書 及 び 上 申 書     
(5)   検 収 書 ､ 納 品 書 及 び 送 り 状   
(6)   ⽀ 払 申 請   
(7)   各 種 計 算 書   
(8)   契 約 書 ､ 覚 書 そ の 他 の 証 書   
(9)   そ の 他 取 引 を 裏 付 け る 参 考 書 類   
  
（記   帳）   
第 14 条   総 勘 定 元 帳 は ､ す べ て 会 計 伝 票 に 基 づ い て 記 帳 し な け れ ば な ら な い ｡   
２   補 助 簿 は ､ 会 計 伝 票 ⼜ は そ の 証 憑 書 類 に 基 づ い て 記 帳 し な け れ ば な ら な い ｡   
３  毎 ⽉ 末 に お い て 補 助 簿 の 借 ⽅ ､ 貸 ⽅ の 合 計 お よ び 残 ⾼ は ､ 総 勘 定 元 帳 の 当 該 ⼝ 座 の ⾦ 額 と  
照 合 確 認 し な け れ ば な ら な い ｡   



  
（帳 簿 の 更 新）   
第 15 条   帳 簿 は ､ 原 則 と し て 会 計 年 度 ご と に 更 新 す る ｡   
  

第 ３ 章   活 動 予 算   
  
（活 動 予 算 の ⽬ 的）   
第 16 条  活 動 予 算 は ､ 各 事 業 年 度 の 事 業 計 画 の 内 容 を 明 確 な 計 数 を もっ て 表 ⽰ し ､ か つ ､ 活 動  
予 算 と 実 績 と の ⽐ 較 検 討 を 通 じ て 事 業 の 円 滑 な 運 営 を 図 る こ と を ⽬ 的 と す る ｡   
  
（活 動 予 算 書 の 作 成）   
第 17 条  活 動 予 算 書 は ､ 事 業 計 画 に 基 づ き 毎 会 計 年 度 開 始 前 に 理 事 ⻑ が 作 成 し ､ 理 事 会 の 承 認  
を 経 て 確 定 す る ｡   
２   活 動 予 算 書 は ､ 活 動 計 算 書 に 準 ず る 様 式 を もっ て 作 成 す る ｡   
  
（活 動 予 算 の 執 ⾏）   
第 18 条   各 事 業 年 度 に お け る 費 ⽤ の ⽀ 出 は ､ 活 動 予 算 書 に 基 づ い て ⾏ う も の と す る ｡   
２   活 動 予 算 の 執 ⾏ 者 は ､   理 事 会 と す る ｡   
  
（活 動 予 算 の 流 ⽤）   
第 19 条  予 算 の 執 ⾏ に あ た り ､ 各 科 ⽬ 間 に お い て 相 互 に 流 ⽤ し な い こ と と す る ｡ た だ し ､ 理 事  
⻑ が 予 算 の 執 ⾏ 上 必 要 が あ る と 認 め た と き は ､ そ の 限 り と し な い ｡   
  

第 ４ 章   ⾦   銭   
  
（⾦ 銭 の 範 囲）   
第 20 条   こ の 規 程 に お い て ⾦ 銭 と は ､ 現 ⾦ 及 び 預 ⾦ を い う ｡   
２   現 ⾦ と は ､ 通 貨 ､ ⼩ 切 ⼿ ､ 郵 便 為 替 証 書 ､ 振 替 預 ⾦ 証 書 及 び 官 公 署 の ⽀ 払 通 知 書 を い う。   
３   ⼿ 形 及 び そ の 他 の 有 価 証 券 は ､ ⾦ 銭 に 準 じ て 取 扱 う も の と す る ｡   
  
（会 計 責 任 者）   
第 21 条   ⾦ 銭 の 出 納 ､ 保 管 に つ い て は ､ そ の 責 に 任 じ る 会 計 責 任 者 を 置 か な け れ ば な ら な い ｡   
２   会 計 責 任 者 は ､ 経 理 責 任 者 以 外 の 者 か ら 理 事 ⻑ が 任 命 す る ｡   
３  会 計 責 任 者 は ､ ⾦ 銭 の 保 管 及 び 出 納 事 務 を 取 扱 わ せ る た め ､ 会 計 事 務 担 当 者 若 ⼲ 名 を 置 く  
こ と が で き る ｡   
  
（⾦ 銭 の 出 納）   
第 22 条  ⾦ 銭 の 出 納 は ､ 基 盤 整 備 マ ネー ジャー （以 下、 経 理 責 任 者） の 承 認 に 基 づ い て ⾏ わ  
な け れ ば な ら な い ｡   
  
（⽀ 払 ⼿ 続）   
第 23 条  会 計 事 務 担 当 者 が ⾦ 銭 を ⽀ 払 う 場 合 に は ､ 最 終 受 取 ⼈ か ら の 請 求 書 ､ そ の 他 取 引 を 証  
す る 書 類 に 基 づ い て ､ 取 引 担 当 部 署 の 発 ⾏ し た ⽀ 払 伝 票 に よ り ､ 会 計 責 任 者 の 承 認 を 得 て ⾏ 
う も の と す る ｡   
２  ⾦ 銭 の ⽀ 払 い に つ い て は ､ 最 終 受 取 ⼈ の 署 名 の あ る 領 収 証 を 受 け 取 ら な け れ ば な ら な い ｡  
た だ し ､ 所 定 の 領 収 証 を 受 け 取 る こ と が で き な い 場 合 は ､ 別 に 定 め る ⽀ 払 証 明 書 を もっ て こ 
れ に 代 え る こ と が で き る ｡   
３  銀 ⾏ 振 込 の ⽅ 法 に よ り ⽀ 払 い を ⾏ う 場 合 は ､ 前 項 に よ る 領 収 証 を 受 け 取 ら な い こ と が で  
き る ｡   
  
（⽀ 払 期 ⽇）   
第 24 条  ⾦ 銭 の ⽀ 払 い は ､ 別 に 定 め る ⼀ 定 ⽇ に ⾏ う も の と す る ｡ た だ し ､ ⽀ 払 先 と の 協 議 の 結  
果、 ⽀ 払 ⽇ を 定 め た 場 合 な ど、 や む を 得 な い ⽀ 払 い に つ い て は こ の 限 り で な い ｡   
  



（⼿ 許 現 ⾦）   
第 25 条   会 計 責 任 者 は ､ ⽇々 の 現 ⾦ ⽀ 払 い に 充 て る た め ､ ⼿ 許 現 ⾦ を お く こ と が で き る ｡   
２   ⼿ 許 現 ⾦ の 額 は ､ 通 常 の 所 要 額 を 勘 案 し て ､ 必 要 最 少 額 に と ど め る も の と す る ｡   
３   ⼿ 許 現 ⾦ は ､ 毎 ⽉ 末 ⽇ 及 び 不 ⾜ の つ ど 精 算 を ⾏ わ な け れ ば な ら な い ｡   
４  会 計 責 任 者 は ､ 現 ⾦ に つ い て 毎 ⽇ の 現 ⾦ 出 納 終 了 後 ､ そ の 在 ⾼ と 帳 簿 残 ⾼ を 照 合 し な け れ  
ば な ら な い ｡   
５  預 貯 ⾦ に つ い て は ､ 毎 ⽉ 1 回 預 貯 ⾦ を 証 明 で き る 書 類 に よ り ､ そ の 残 ⾼ を 帳 簿 残 ⾼ と 照 合  
し ､ 経 理 責 任 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い ｡   
  
（⾦ 銭 の 過 不 ⾜）   
第 26 条  ⾦ 銭 に 過 不 ⾜ が ⽣ じ た と き は ､ 会 計 責 任 者 は 遅 滞 な く 経 理 責 任 者 に 報 告 し ､ そ の 処 置  
に つ い て は ､ 経 理 責 任 者 の 指 ⽰ を 受 け な け れ ば な ら な い ｡   
  
（収 ⽀ ⽉ 計 表 の 作 成）   
第 27 条  会 計 事 務 担 当 者 は ､ 毎 ⽉ 20 ⽇ ま で に ､ 前 ⽉ 分 の 現 ⾦ ､ 預 ⾦ の 収 ⽀ ⽉ 計 表 を 作 成 し て ､  
⾃ ら 検 算 を ⾏ い ､ こ れ を 会 計 責 任 者 を 経 て 経 理 責 任 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い ｡   
  
  

第 ５ 章   財   務   
  
（資 ⾦ 計 画）   
第 28 条  年 度 事 業 計 画 及 び 活 動 予 算 書 に 基 づ き ､ 経 理 責 任 者 は 速 や か に 年 次 及 び ⽉ 次 の 資 ⾦  
計 画 を 作 成 し ､ 理 事 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い ｡   
  
（資 ⾦ の 調 達）   
第 29 条  こ の 法 ⼈ の 事 業 運 営 に 要 す る 資 ⾦ は ､ 基 本 財 産 及 び 運 ⽤ 財 産 よ り ⽣ ず る 利 息 ､ 配 当  
⾦、 そ の 他 の 運 ⽤ 収 ⼊ 並 び に 会 費 ､ ⼊ 会 ⾦ ､ 寄 付 ⾦ ､ 事 業 収 ⼊ ､ そ の 他 の 収 ⼊ に よっ て 調 達 す 
る も の と す る ｡   
  
（資 ⾦ の 借 ⼊ れ）   
第 30 条  前 条 に 定 め る 収 ⼊ に よ り ､ な お 資 ⾦ が 不 ⾜ す る 場 合 ⼜ は 不 ⾜ す る 恐 れ が あ る 場 合 に  
は ､ 確 実 な ⾦ 融 機 関 が ⾏ う 貸 付 に よ り 借 ⼊ れ を ⾏ う も の と す る ｡   
２  こ の 法 ⼈ が、 現 在 の 事 業 年 度 の 収 ⼊ を もっ て 償 還 す る 短 期 借 ⼊ ⾦ の 借 ⼊ を し よ う と す る  
と き は、 理 事 会 が 単 ⼀ 年 度 に つ い て 決 議 し た 短 期 借 ⼊ ⾦ 限 度 額 の 範 囲 内 で、 理 事 ⻑ が こ れ 
を ⾏ う も の と す る ｡   
３  理 事 ⻑ は、 当 該 事 業 年 度 に お い て、 理 事 会 が 短 期 借 ⼊ ⾦ 限 度 額 を 決 議 し て い な い と き  
に、 こ の 法 ⼈ が 短 期 借 ⼊ れ を 実 施 し よ う と す る と き は、 理 事 会 に 短 期 借 ⼊ ⾦ 限 度 額 の 設 定 
を 求 め る も の と し、 短 期 借 ⼊ ⾦ 限 度 額 の 設 定 前 に は い か な る 名 ⽬ を と わ ず 借 ⼊ れ を し て は 
な ら な い。   
４  こ の 法 ⼈ が、 複 数 事 業 年 度 を もっ て 償 還 す る ⻑ 期 借 ⼊ ⾦ の 借 ⼊ れ を し よ う と す る と き は  
､ 理 事 会 の ３ 分 の ２ 以 上 の 決 議 を 経 な け れ ば な ら な い ｡   
５  償 還 の 期 間 を 問 わ ず、 こ の 法 ⼈ が 資 ⾦ を 借 ⼊ れ る と き は ､ 経 理 責 任 者 は そ の 返 済 計 画 を  
作 成 し ､ 理 事 ⻑ の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い ｡   
６  短 期 借 ⼊ ⾦ の 借 ⼊ れ を ⾏っ た と き、 及 び ⻑ 期 借 ⼊ ⾦ の 借 ⼊ れ を し よ う と す る と き は、 そ  
の 資 ⾦ の 額 及 び 返 済 計 画 を 監 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い。   
  
（資 ⾦ の 運 ⽤）   
第 31 条   こ の 法 ⼈ の 資 ⾦ 運 ⽤ は ､ 別 に 定 め る 資 ⾦ 運 ⽤ 規 程 に よ る も の と す る ｡   
  
（⾦ 融 機 関 と の 取 引）   
第 32 条  ⾦ 融 機 関 と の 預 ⾦ 取 引 ､ ⼿ 形 取 引 ､ そ の 他 の 取 引 を 開 始 ⼜ は 廃 ⽌ す る 場 合 は ､ 理 事 ⻑  
の 承 認 を 得 て 経 理 責 任 者 が ⾏ う ｡   
２   ⾦ 融 機 関 と の 取 引 は ､ 理 事 ⻑ の 名 を もっ て ⾏ う ｡   

  



第 ６ 章   固 定 資 産   
  
（固 定 資 産 の 範 囲）   
第 33 条  こ の 規 程 に お い て ､ 固 定 資 産 と は 次 の 各 号 に 掲 げ る 財 産 を い い ､ 基 本 財 産 ､ 特 定 資 産  
及 び そ の 他 固 定 資 産 に 区 別 す る ｡   
(1)   基 本 財 産   
理 事 会 が 基 本 財 産 と す る こ と を 決 議 し た 財 産   
(2)   特 定 資 産   
退 職 給 付 引 当 資 産   
減 価 償 却 引 当 資 産 (た だ し ､ 基 本 財 産 と さ れ た も の は 除 く)   
理 事 会 の 決 議 の 定 め に て 保 有 す る 資 ⾦   
そ の 他 理 事 ⻑ が 必 要 と 認 め た 資 産   
(3)   そ の 他 固 定 資 産   
基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 以 外 の 資 産 で ､ 耐 ⽤ 年 数 が 1 年 以 上 で ､ か つ ､ 取 得 価 額 が 10 万 円 以 上 の 
資 産   
  
（固 定 資 産 の 取 得 価 額）   
第 34 条   固 定 資 産 の 取 得 価 額 は ､ 次 の 各 号 に よ る ｡   
(1)   購 ⼊ に よ り 取 得 し た 資 産 は ､ 公 正 な 取 引 に 基 づ く 購 ⼊ 価 額 に そ の 付 帯 費 ⽤ を 加 え た 額   
(2)   ⾃ ⼰ 建 設 ⼜ は 製 作 に よ り 取 得 し た 資 産 は ､ 建 設 ⼜ は 製 作 に 要 し た 費 ⽤ の 額   
(3)   交 換 に よ り 取 得 し た 資 産 は ､ 交 換 に 対 し て 提 供 し た 資 産 の 帳 簿 価 額   
(4)   贈 与 に よ り 取 得 し た 資 産 は ､ そ の 資 産 の 取 得 時 の 公 正 な 評 価 額     
  
（固 定 資 産 の 購 ⼊）   
第 35 条  固 定 資 産 の 購 ⼊ は ､ 稟 議 書 に ⾒ 積 書 を 添 付 し て ､ 事 前 に 起 案 者 か ら 経 理 責 任 者 に 提 出  
し な け れ ば な ら な い ｡   
２  前 項 の 稟 議 書 に つ い て は ､ 理 事 ⻑ の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い ｡ た だ し ､ 1 万 円 未 満 の 備  
品 等 の 購 ⼊ に つ い て は ､ 上 記 の ⼿ 続 を 省 略 し て 担 当 業 務 責 任 者 に 委 任 す る も の と す る ｡   
  
（有 形 固 定 資 産 の 改 良 と 修 繕）   
第 36 条  有 形 固 定 資 産 の 性 能 を 向 上 し ､ ⼜ は 耐 ⽤ 年 数 を 延 ⻑ す る た め に 要 し た ⾦ 額 は ､ こ れ を  
そ の 資 産 の 価 額 に 加 算 す る も の と す る ｡   
２   有 形 固 定 資 産 の 原 状 に 回 復 す る た め に 要 し た ⾦ 額 は 修 繕 費 と す る ｡   
  
（固 定 資 産 の 管 理）   
第 37 条  固 定 資 産 の 管 理 責 任 者 は ､ 固 定 資 産 台 帳 を 設 け て ､ 固 定 資 産 の 保 全 状 況 及 び 移 動 に つ  
い て 所 要 の 記 録 を ⾏ い ､ 固 定 資 産 を 管 理 し な け れ ば な ら な い ｡   
２  有 形 固 定 資 産 に 移 動 及 び 毀 損 ､ 滅 失 が あっ た 場 合 は ､ 固 定 資 産 の 管 理 責 任 者 は ､ 経 理 責 任  
者 に 通 知 し 帳 簿 の 整 備 を ⾏ わ な け れ ば な ら な い ｡   
３   固 定 資 産 の 管 理 責 任 者 は ､ 経 理 責 任 者 が 任 命 す る ｡   
  
（固 定 資 産 の 登 記 ･ 付 保）   
第 38 条  不 動 産 登 記 を 必 要 と す る 固 定 資 産 は ､ 取 得 後 遅 滞 な く 登 記 し な け れ ば な ら な い。 ま  
た、 ⽕ 災 等 に よ り 損 害 を 受 け る お そ れ の あ る 固 定 資 産 に つ い て は ､ 適 正 な 価 額 の 損 害 保 険 
を 付 さ な け れ ば な ら な い ｡   
  
（固 定 資 産 の 売 却 ､ 担 保 の 提 供）   
第 39 条  固 定 資 産 を 売 却 す る と き は ､ 定 款 の 規 定 に よ る 評 議 員 会 ⼜ は 理 事 会 の 承 認 が 必 要 な  
も の は そ の 承 認 を 経 て ､ 固 定 資 産 の 管 理 責 任 者 は ､ 稟 議 書 に 売 却 先 ､ 売 却 ⾒ 込 代 ⾦ ､ そ の 他 必 
要 事 項 を 記 載 の 上 ､ 理 事 ⻑ の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い ｡   
２   固 定 資 産 を 借 ⼊ ⾦ 等 の 担 保 に 供 す る 場 合 は ､ 前 項 の 定 め に 準 ず る も の と す る ｡   
  
（減 価 償 却）   
第 40 条   固 定 資 産 の 減 価 償 却 に つ い て は ､ 毎 会 計 年 度 末 に 定 額 法 に よ り こ れ を ⾏ う ｡   



２   定 額 法 に よ り 毎 会 計 年 度 末 に ⾏ わ れ た 減 価 償 却 費 は ､ 直 接 法 に よ り 処 理 す る も の と す る ｡   
３  減 価 償 却 資 産 の 耐 ⽤ 年 数 は ､ ｢ 減 価 償 却 資 産 の 耐 ⽤ 年 数 等 に 関 す る 省 令 ｣ (昭 和 40 年 ⼤ 蔵 省  
令 第 15 号) に 定 め る と こ ろ に よ る ｡   
  
（現 物 の 照 合）   
第 41 条  固 定 資 産 の 管 理 責 任 者 は ､ 常 に 良 好 な 状 態 に お い て 管 理 し ､ 各 会 計 年 度 1 回 以 上 は ､ 固  
定 資 産 台 帳 と 現 物 を 照 合 し ､ 差 異 が あ る 場 合 は ､ 所 定 の ⼿ 続 を 経 て 帳 簿 の 整 備 を ⾏ わ な け れ 
ば な ら な い ｡     
  

第 ７ 章   決   算   
（決 算 の ⽬ 的）   
第 42 条  決 算 は ､ ⼀ 会 計 期 間 の 会 計 記 録 を 整 理 し ､ 財 務 及 び 会 計 の す べ て の 状 態 を 明 ら か に す  
る こ と を ⽬ 的 と す る ｡   
  
（⽉ 次 決 算）   
第 43 条  経 理 責 任 者 は ､ 毎 ⽉ 末 に 会 計 記 録 を 整 理 し ､ 次 の 計 算 書 類 を 作 成 し て ､ 理 事 ⻑ に 提 出  
し な け れ ば な ら な い ｡   
(1)   合 計 残 ⾼ 試 算 表   
(2)   活 動 計 算 書   
(3)   貸 借 対 照 表   
  
（決 算 整 理 事 項）   
第 44 条  年 度 決 算 に お い て は ､ 通 常 の ⽉ 次 決 算 の ほ か ､ 少 な く と も 次 の 事 項 に つ い て 計 算 を ⾏  
う も の と す る ｡   
(1)   減 価 償 却 費 の 計 上   
(2)   未 収 ⾦ ､ 未 払 ⾦ ､ ⽴ 替 ⾦ ､ 預 り ⾦ ､ 前 払 ⾦ ､ 仮 払 ⾦ ､ 前 受 ⾦ の 計 上   
(3)   有 価 証 券 の 時 価 評 価 に よ る 損 益 の 計 上   
(4)   各 種 引 当 ⾦ の 計 上   
(5)   流 動 資 産 ､ 固 定 資 産 の 実 在 性 の 確 認 ､ 評 価 の 適 否   
(6)   負 債 の 実 在 性 と 簿 外 負 債 の な い こ と の 確 認   
(7)   公 益 認 定 法 に よ る ⾏ 政 庁 へ の 提 出 が 必 要 な 内 訳 表 の 作 成   
(8)   そ の 他 必 要 と さ れ る 事 項 の 確 認   
  
（重 要 な 会 計 ⽅ 針）   
第 45 条   こ の 法 ⼈ の 重 要 な 会 計 ⽅ 針 は ､ 次 の と お り と す る ｡   
(1)   有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 ⽅ 法   
有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 ･ ･ ･ 移 動 平 均 法 に よ る 原 価 基 準 を 採 ⽤ す る ｡   
(2)   棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 ⽅ 法   
棚 卸 資 産 ･ ･ ･ 移 動 平 均 法 に よ る 低 価 基 準 に よ る ｡   
(3)   固 定 資 産 の 減 価 償 却 の ⽅ 法   
有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産 ･ ･ ･ 定 額 法 に よ る ｡   
(4)   引 当 ⾦ の 計 上 基 準   
貸 倒 引 当 ⾦ ･ ･ ･ 法 ⼈ 税 法 に 定 め る 限 度 額 の ほ か ､ 貸 倒 の 実 績 率 及 び 債 権 の 回 収 可 能 性 を 検 討 
し て 計 上 す る ｡   
退 職 給 付 引 当 ⾦ ･ ･ ･ 期 末 退 職 給 付 の 要 ⽀ 給 額 に 相 当 す る ⾦ 額 を 計 上 す る ｡   
役 員 退 職 慰 労 ⾦ 引 当 ⾦ ･ ･ ･ 役 員 報 酬 規 程 に 基 づ く 期 末 要 ⽀ 給 額 に 相 当 す る ⾦ 額 を 計 上 す る ｡   
賞 与 引 当 ⾦ ･ ･ ･ ⽀ 給 ⾒ 込 額 の う ち 当 期 に 帰 属 す る ⾦ 額 を 計 上 す る ｡   
(5)   消 費 税 等 の 会 計 処 理   
消 費 税 等 の 会 計 処 理 は ､ 税 込 処 理 に よ る ｡   
(6)   リー ス 取 引 の 処 理 ⽅ 法   
所 有 権 移 転 ファ イ ナ ン ス ･ リー ス 取 引 に 係 る リー ス 資 産 ･ ･ ･ ⾃ ⼰ 所 有 の 固 定 資 産 に 適 ⽤ す る 
減 価 償 却 ⽅ 法 と 同 ⼀ の ⽅ 法 に よ る ｡   
所 有 権 移 転 外 ファ イ ナ ン ス ･ リー ス 取 引 に 係 る リー ス 資 産 ･ ･ ･ リー ス 期 間 を 耐 ⽤ 年 数 と し ､ 
残 存 価 額 を 零 と す る 定 額 法 に よ る ｡   



  
（財 務 諸 表 等）   
第 46 条  経 理 責 任 者 は ､ 年 度 決 算 に 必 要 な ⼿ 続 を ⾏ い ､ 次 に 掲 げ る 財 務 諸 表 等 を 作 成 し ､ 理 事  
⻑ に 報 告 し な け れ ば な ら な い ｡   
(1)   貸 借 対 照 表   
(2)   活 動 計 算 書   
(3)   貸 借 対 照 表 及 び 活 動 計 算 書 の 附 属 明 細 書   
(4)   財 産 ⽬ 録   
  
（財 務 諸 表 等 の 確 定）   
第 47 条  理 事 ⻑ は ､ 前 条 の 財 務 諸 表 等 に つ い て ､ 事 業 報 告 と と も に 監 事 の 監 査 を 受 け た 後 ､ 監  
事 の 意 ⾒ を 添 え て 理 事 会 へ 提 出 し ､ そ の 承 認 を 経 た 上 で ､ 評 議 員 会 に お い て 承 認 を 得 て 決 算 
を 確 定 す る ｡   
  
（そ の 他 の 必 要 と さ れ る 書 類）   
第 48 条  経 理 責 任 者 は ､ 第 46 条 の 財 務 諸 表 等 の 外 ､ 次 に 掲 げ る 書 類 を 作 成 し ､ 理 事 ⻑ に 報 告 し  
な け れ ば な ら な い ｡   
(1)   活 動 計 算 書 内 訳 表   
(2)   収 ⽀ 相 償 の 計 算 書   
(3)   公 益 ⽬ 的 事 業 ⽐ 率 の 計 算 書   
(4)   遊 休 財 産 額 の 計 算 書   
(5)   公 益 ⽬ 的 取 得 財 産 残 額 の 計 算 書   
  
（細   則）   
第 49 条   こ の 規 程 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は ､ 理 事 ⻑ が 定 め る ｡   
  
附   則   
こ の 規 程 は、 2020 年 6 ⽉ 1 ⽇ か ら 施 ⾏ す る も の と す る ｡ （ 2020 年 5 ⽉ 3 ⽇ 理 事 会 決 議）   
  
  

2021 年 3 ⽉ 1 ⽇   改 定   
  



 顧問に関する規程 

 第１条（⽬的） 
  顧問の委嘱条件等に関しては、この規程の定めるところによる。 

 第２条（基準） 
  当法⼈は業務の必要に応じ、以下の基準のいずれかを満たす者を顧問に委嘱する。 
   （１）当法⼈の事業に関して学識その他の専⾨的な知⾒を有する者 
   （２）当法⼈の理事または監事の職にあった者で、在任時の知⾒が当法⼈の運営に有益である者 
   （３）その他前２項と同等の知⾒を有する者であるとして、理事会が認める者 

 第３条（任免） 
  顧問の任免は理事会の推薦に基づいて理事⻑が⾏う。 

 第４条（権限） 
  顧問は、重要な事項については、理事⻑の諮問に応じ、理事会に出席して意⾒を述べることができ 
 る。 

 第５条（任期） 
  顧問の任期は当法⼈の１事業年度の期間とし、１事業年度期間中に任命された顧問の任期は、当該 
 任命された事業年度が終了する⽉の最終⽇までとする。ただし、重任を妨げない。 

 第６条（報酬） 
  顧問の報酬は、年額３０万円（税込）とする。 

 第７条（出張） 
  顧問が当法⼈の依頼により出張する場合は、当法⼈の旅費規程を準⽤する。 

 第８条（退職⼿当不⽀給） 
  顧問には、退職⼿当を⽀給しないことを原則とする。 

 付  則 

 この規程は２０２２年１２⽉２６⽇より施⾏する。 



公益通報者保護に関する規程 
 
（⽬ 的) 
第１条 特定⾮営利活動法⼈全国こども⾷堂⽀援センター・むすびえ(以下「この法⼈」とい
う。)は、法令違反ないし不正⾏為による不祥事の防⽌及び早期発⾒、⾃浄作⽤の向上、⾵
評リスクの管理、並びに社会的信頼の確保のため、「ヘルプライン」を設けるとともに、そ
の運営の⽅法等を明らかにする⽬的のため、「公益通報者保護に関する規程｣(以下「この規
程」という。)を定める。 
 
（対象者） 
第２条 この規程は、この法⼈の役員、及び職員・臨時雇・契約社員・派遣従業員を含む 
すべての従業員(以下｢従業員等｣という。)に対して適⽤する。 
 
（通報等） 
第３条 この法⼈、この法⼈の役員⼜は従業員等の不正⾏為として別紙に掲げる事項(以下、
「申告事項」という。)が⽣じ、⼜は⽣じるおそれがある場合、従業員等はこの規程の定め
るところにより、通報、申告⼜は相談(以下「通報等」という。)をすることができる。 
２ 前項の申告事項を提供した者(以下「通報者」という。)は、この規程による保護の対象
となる。また、通報者に協⼒した従業員等及びその通報等に基づく調査に積極的に関与した
従業員等も同様とする。 
３ 従業員等は、この規程に基づき、通報等を積極的に⾏うよう努めるものとする。 
 
（通報等の⽅法） 
第４条 この規程に基づいて通報等をする場合、従業員等は、次のヘルプライン窓⼝に対し
て、電話、電⼦メール⼜は直接⾯談する⽅法等により通報等をすることができる。各ヘルプ
ライン窓⼝の電話番号、電⼦メールのアドレス等は、別途従業員等に通知するものとする。 
(1) ⼈事・労務関する事項⼜は⼀切の法律問題に関する通報等 
    ヘルプライン窓⼝ コンプライアンス担当理事 
(2) 理事、評議員の不正に関する通報⼜は内部組織での対応が困難と思われる事項に関 
する通報等 
    ヘルプライン窓⼝ 監事 
(3) 休眠預⾦等活⽤法に基づく助成事業に関する通報等 
    ヘルプライン窓⼝ JANPIA 資⾦分配団体等役職員専⽤ヘルプライン 
  janpia-bzhl＠integrex.jp 
(4) その他の事項に関する通報等 
    ヘルプライン窓⼝ 総務部⻑ 



２ 従業員等は、前項に定めるヘルプライン窓⼝の⼀つを選択して通報等を⾏うものとする。
ただし、第８条に定める調査結果について疑義が残る場合には、前に⾏った通報等の結果を
添えて別のヘルプライン窓⼝に通報等をすることができる。 
 
（通報等の窓⼝での対応） 
第５条 ヘルプライン窓⼝は、申告事項のうち、業務上の法令違反や、社会から⾮難を受け
るおそれのある業務上の通報等について受け付け、その対応を⾏うものとする。ただし、個
⼈に関する根拠のない誹謗中傷は受け付けないものとする。 
２ 無責任な通報等を避けること及び事実関係の確認と調査を⾏うため、通報等は原則とし
て実名によるものとする。ただし、事情により、匿名による通報等も受け付けるものとする。 
３ 就業規則その他に定める守秘義務に関する規定は、この規程の定めに従って⾏われる通
報等を妨げるものではない。 
 
（通報等に基づく調査） 
第６条 通報等を受けたヘルプライン窓⼝の受付部署は、通報者に対して、通報等を受けた
⽇から 20 ⽇以内に調査を⾏う旨の通知⼜は正当な理由がある場合は調査を⾏わない旨の
通知を⾏うものとする。 
２ 通報等に基づく調査において、通報等の対象となった者は、公正な聴聞の機会と申告事
項への反論及び弁明の機会が与えられるものとする。 
３ 従業員等は、通報等に基づく調査に対して積極的に協⼒し、知り得た事実について忠実
に真実を述べるものとする。 
 
（公正公平な調査） 
第７条 通報等を受けた各ヘルプライン窓⼝は、通報等の対象となった申告事項の内容（た
だし、通報者の⽒名を除く。)を、直ちにコンプライアンス担当理事に報告し、また、その
事実の有無及び内容について速やかに調査し、その調査結果をコンプライアンス担当理事
に報告するものとする。 
２ 通報等によって提供された情報については、各ヘルプライン窓⼝の受付部署において調
査することを原則とするが、必要に応じてコンプライアンス委員会⼜は法律事務所等他の
調査担当部署に調査を依頼することができる。 
３ ヘルプライン窓⼝の受付部署⼜は他の調査担当部署における調査は、通報等に基づく情
報により、公正かつ公平に⾏うものとする。 
４ 前３項の調査において通報者の名前を開⽰する必要がある場合であっても、通報者の同
意を得なければ、通報者の⽒名を開⽰することはできないものとする。 
 
（調査結果の通知等）  



第８条 調査担当部署は、通報等を受け付けたヘルプライン窓⼝の受付部署に、調査結果を
できる限り速やかに通知するものとする。ただし、通報等の対象となった者の個⼈情報の扱
いについては、プライバシーの侵害とならないよう、⼗分注意するものとする。 
２ 調査担当部署から調査結果について通知を受けたヘルプライン窓⼝の受付部署は、通報
者に対して連絡ができる場合、通報者に対して調査結果を通知する。ただし、匿名による通
報等の場合はこの限りではない。 
 
（調査結果に基づく対応） 
第９条 前条の調査結果が重⼤である場合には、コンプライアンス担当理事⼜は当該業務担
当理事は速やかに対応を⾏うものとし、必要に応じコンプライアンス委員会に諮問し、⼜は
直ちに違法⾏為を中⽌するよう命令する等、必要な措置を講じる。 
２ すべての調査結果は理事⻑に報告するものとし、必要に応じて懲戒処分の⼿続をとり、
⼜は刑事告発、再発防⽌措置などをとるものとする。 
３ 通報等をした従業員等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分そ
の他の扱いにおいて、通報等をしたことを斟酌するものとし、その不利益処分を軽減するこ
とができる。 
４ 調査結果並びにそれに対する対応の概要(ただし、通報者の⽒名を除く。)は、直近に開
催される理事会において報告するものとする。 
 
（情報の記録と管理） 
第 10 条 通報等を受けた各ヘルプライン窓⼝及び調査担当部署は、通報者の⽒名（匿名の
場合を除く。）、通報等の経緯、内容及び証拠等を、部署内において記録･保管するものとす
る。 
２ 通報等を受けた各ヘルプライン窓⼝、調査担当部署⼜はコンプライアンス委員会に関与
する者その他情報を知り得た者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、通報者
の同意がない限り、通報者の⽒名等の情報を開⽰してはならない。 
３ この法⼈の役員及び従業員等は、各ヘルプライン窓⼝、調査担当部署に対して、通報者
の⽒名等を開⽰するように求めてはならない。 
 
（不利益の禁⽌） 
第 11 条 この法⼈の役員及び従業員等は、通報者の⽒名等を知り得た場合、通報等の⾏為
を理由として、通報者に対する懲罰、差別的処遇等の報復⾏為、⼈事考課への悪影響等、通
報者に対して不利益になることをしてはならない。 
 
（懲戒等） 
第 12 条 第５条第１項ただし書きによる個⼈に関する根拠のない誹謗中傷を⾏った場合、



第 10 条第２項に規定する者が通報者の⽒名その他の秘密を漏洩した場合及び同条第３項
に規定する者が通報者の⽒名等の開⽰を求めた場合⼜は前条の通報者に対して不利益にな
ることをした場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。 
２ 懲戒処分の内容は、役員（監事を除く。以下本条において同じ。）の場合は、戒告とし、
従業員等の場合は、就業規則に従い戒告、減給、諭旨退職⼜は懲戒解雇とする。ただし、役
員の場合、⾃主申告による報酬減額を妨げない。 
３ 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、従業員等については理事⻑がこれ
を⾏う。 
 
（公益通報者保護制度のための教育） 
第 13 条 この法⼈は、この法⼈の役員及び従業員等に対して、公益通報者保護制度に関す
る研修を⾏い、また、従業員等はこの法⼈の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的
に研修を受けるものとする。 
 
（改 廃） 
第 14 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て⾏う。 
 
附 則 
この規程は、2020 年 9 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。（2020 年 9 ⽉ 1 ⽇理事会議決） 
 
(別紙) 
不正の定義 
この規程において、法令違反及び不正⾏為として申告できる事項は、次の事項とする。 
１ 法令に違反する⾏為(ただし、努⼒義務に係るものを除く。) 
２ この法⼈の役員、従業員等、会員、取引先、受益者、その他利害関係者の安全、健康に
対して危険な⾏為⼜は危険を及ぼす恐れのある⾏為 
３ 就業規則その他の内部規程に違反する⾏為（ただし、⼈事上の処遇に関する不満及び努
⼒義務に係るものを除く。) 
４ この法⼈の倫理規程に違反する⾏為（ただし、努⼒義務に係るものを除く。) 
５ 上記各号⼜はこれらの⾏為の隠蔽、証拠隠滅、情報漏洩によりこの法⼈の名誉⼜は社会
的信⽤を侵害する恐れのある⾏為 

以上 



事 務 局 規 程 
 

第１章 総 則 
 (⽬ 的) 
第１条 この規程は、特定⾮営利活動法⼈全国こども⾷堂⽀援センター・むすびえ（以下「こ
の法⼈」という。）定款第 55 条の規定に基づき、この法⼈の事務処理の基準を定め、事務
局における事務の適正な運営を図ることを⽬的とする。 
 

第２章 組 織 
 (事務局) 
第２条 事務局に、事業部⾨・管理部⾨を置く。 
２ 各部⾨の分掌は、別紙の「業務の分掌」に定める。 
 

第３章 職 制 
(職員等) 
第３条 事務局に次に掲げる職員を置く。 
 (1) 統括マネージャー（以下、事務局⻑） 
 (2) 部⾨マネージャー（以下、事務局次⻑） 
 (3）部⾨サブマネージャー 
 (4）事務員 
２ 理事⻑は、前項以外の職制を定めることができる。 
 

第４章 職 責 
(職員の職務) 
第４条 事務局⻑は、理事⻑の命を受けて、事務局の事務を統括する。 
２ 事務局次⻑は、事務局⻑を補佐するものとし、事務局⻑に事故があるとき、⼜は事務局
⻑が⽋けたときは、事務局次⻑が職務を代⾏する。 
３ 部⾨サブマネージャーは、事務局次⻑の命を受けて、それぞれの部の事務を⾏う。 
４ 事務員は、部⻑⼜は室⻑若しくは課⻑の命を受けて、それぞれの部⼜は室若しくは課の
事務に従事する。 
 
(職員の任免及び職務の指定) 
第５条 職員の任免は、理事⻑が⾏う。但し、重要な職員の任免は、理事⻑が理事会の承認
を得て⾏う。 
２ 職員の職務は、理事⻑が指定する。 
 



第５章 事務処理 
(⽂書による処理) 
第６条 事務の処理は、⽂書または電磁的媒体によって⾏うことを原則とする。 
 
(事務の決裁) 
第７条 事務は、原則として担当者が⽂書によって⽴案し、事務局次⻑、事務局⻑を経て、
理事及び理事⻑の決裁を受けて実施する。 
 
(緊急を要する事務の決裁) 
第８条 緊急を要する事務で重要でないものは、事務局⻑の決裁によって処理することがで
きる。ただし、この場合においては、遅滞なく事務局⻑は理事⻑の承認を得なければならな
い。 
 
(代理決裁) 
第９条 理事⻑が出張等により不在である場合において、特に緊急に処理しなければならな
い決裁⽂書は、理事⻑があらかじめ指定する者が決裁することができる。 
２ 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに理事⻑に報告しなければならない。 
 
（規程外の対応） 
第 10 条 本規程以外の事務局に関する事項で、公印及び⽂書に関する事項は、別に「印章
取扱規程」及び「⽂書管理規程」に定める。 
 
（細 則） 
第 11 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事⻑が理事会の承認を得て、別に定める
ものとする。 
 
（改 廃） 
第 12 条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て⾏う。 
 
附 則 
この規程は、2020 年 6 ⽉１⽇より施⾏する。（2020 年 5 ⽉ 3 ⽇理事会議決） 
附 則 
この規程は、2019 年９⽉ 27 ⽇より施⾏する。（2019 年９⽉ 27 ⽇理事会議決） 
  
  



別紙 
分掌事務 

 
事業部⾨名 事業名 分掌事務 

管理部 基盤整備事業 ・広報全般に関すること 
・ファンドレイジング全般に関すること 
・総会、理事会に属すること 
・登記・諸届に関すること 
・規定類の制定・改廃に関すること 
・⽂書規定・保管に関すること 
・会員・寄付者管理に関すること 
・財務及び会計に関すること 
・IT 関連業務、システム管理に関すること 
・その他特命事項 

事業部 地域ネットワーク⽀援事業 ・地域ネットワーク⽀援に関すること 
・相談事業に関すること 
・その他特命事項 

企業・団体との協働事業 ・企業・団体によるこども⾷堂⽀援に関す
ること 
・セミナー等の開催に関すること 
・その他特命事項 

調査研究事業 ・調査研究に関すること 
・提⾔事業に関すること 
・その他特命事項 

 



 情報セキュリティポリシー 第1.0版 

 はじめに 

 むすびえはプロジェクト制の元に事業を運営し、プロジェクトやその他組織に関わ 
 る情報は全員で共有し、参照できることを前提に事業を進めています。  
 ただし、扱っている情報の中には、寄付者・⽀援企業・地域ネットワーク団体・こ 
 ども⾷堂など多様なステークホルダーについての個⼈情報や機密情報も存在し、そ 
 れらの重要情報を守ることは、むすびえという組織を守るだけでなく、むすびえと 
 ⼀緒に活動を推進してくれている⼤切なステークホルダーの皆さんの情報を守るこ 
 とでもあります。  

 今回組織が管理している情報資産を守るために、また情報セキュリティに影響を及 
 ぼす事案が発⽣した場合に備えて、むすびえメンバー全員が守るべきセキュリティ 
 ポリシーを定めました。むすびえの多様な働き⽅、プロジェクト制での事業運営と 
 いう点を考慮して、実際の業務を滞らせないことも重要だという観点から、セキュ 
 リティポリシーとしては、最低限これだけは守らなくてはいけない、という項⽬だ 
 けに絞ったものとなっています。 

 むすびえメンバー⼀⼈⼀⼈が、このセキュリティポリシーを意識し、⾏動すること 
 で、業務を遂⾏する際に⾃信を持って情報を管理することができ、結果として、む 
 すびえという組織や関係者を守ることになり、ビジョンの実現につながります。 

 むすびえの⼤切な情報資産をみんなでしっかりと守っていきましょう！ 

 *なお、このポリシーは情報セキュリティ対策を推進する上での最上位のルールとな 
 るものであり、具体的なガイドラインやルールについては別途定めます。実際の業 
 務を遂⾏する上では、各種ガイドラインやルールも確認、順守いただくようお願い 
 します。 

 1.  組織的対策 
 1.1.  情報セキュリティのための組織 

 情報セキュリティ対策を推進するための組織として、情報セキュリティ対策 
 室を設置する。情報セキュリティ対策室は、情報セキュリティ対策状況の把 
 握、情報セキュリティ対策に関する指針の策定・⾒直し、情報セキュリティ 
 対策に関する情報の共有を実施する。 

 役職名  役割と責任 

 情報セキュリティ責任者  情報セキュリティに関する責任者。 
 情報セキュリティ対策などの決定権 
 限を有すると共に、全責任を追う。 

 情報セキュリティ管理責任者  情報セキュリティの運⽤管理責任 
 者。情報セキュリティ対策の実施や 
 確認、むすびえメンバーへの教育を 
 ⾏う。事故対応については内部ルー 
 ルに従う。 



 1.2.  情報セキュリティ取組みの点検 
 情報セキュリティ管理責任者は、本セキュリティポリシーに沿って作成され 
 た「別紙：情報セキュリティ状況チェックリスト」を⽤いて、年2回点検を 
 ⾏い、点検結果を情報セキュリティ対策室に報告する。情報セキュリティ対 
 策室は、報告に基づき、必要に応じて改善計画を⽴案する。 

 1.3.  情報セキュリティに関する情報共有 
 情報セキュリティ管理責任者は、新たな脅威及び脆弱性に関する警戒情報及 
 び個⼈情報の保護に関する情報を専⾨機関等から適時に⼊⼿し、情報セキュ 
 リティ対策室で共有する。 

 2.  ⼈的対策 
 2.1.  契約時 

 むすびえメンバー（従業員・業務委託・ボランティア）と業務契約する際に 
 は、この情報セキュリティポリシーを遵守することを定めた秘密保持条項を 
 含んだ契約を締結する。 

 2.2.  契約終了時 
 ●  秘密保持契約、休職・退職時の誓約書及び、3.2.2.2、3.2.3.2、3.2.5.2 

 、3.2.6.2の各規定に従い情報の返還、廃棄その他必要な措置を実施す 
 る 

 ●  3.2.4.2  を実施する 

 2.3.  情報セキュリティ教育 
 情報セキュリティ管理責任者は、情報セキュリティに関する「別紙：  情報セ 

 キュリティ教育チェックリスト  」を年度単位で⾒直し、教育を実施する。 
 対象者：全むすびえメンバー 
 内容：  情報セキュリティ教育チェックリスト  参照 
 実施時期：年1回 

 3.  情報資産の管理 
 3.1.  情報資産⼀覧・重要情報⼀覧の管理 

 情報資産⼀覧及び重要情報⼀覧を作成する。作成した⼀覧を定期的に⾒直 
 し、更新する。 
 実施期間：年1回 

 3.2.  情報資産の取り扱いについて 
 3.2.1.  重要情報 

 重要情報を取り扱えるむすびえメンバーは、  情報セキュリティ対策室 
 が別途定める。重要情報資産を業務上取り扱う場合は、以下を実施す 
 る。 

 3.2.1.1.  紙媒体 
 別途定めたむすびえメンバーのみ閲覧できる。 

 3.2.1.2.  重要情報を扱えるサービス（重要情報⼀覧内に記載） 
 別途定めたむすびえメンバーのみアクセスできる。 



 3.2.1.3.  その他 
 上記以外で、重要情報の取り扱いは認めない。 

 3.2.2.  紙媒体 
 紙媒体を取り扱う場合は、以下を実施する。 

 3.2.2.1.  取り扱いについて 
 ●  公共の場所での作業時、紙の業務書類を出す作業は原則禁⽌ 

 すること。個⼈情報など秘匿性の特に⾼い情報については公 
 共の場所では利⽤しないこと。 

 ●  業務に関係する印刷物を、他者も集まる公共のカフェやコ 
 ワーキングスペース、公園、各種スペースなどで利⽤する必要 
 がある場合は、その扱いに⼗分留意し、情報の秘匿性を守る 
 こと。 

 3.2.2.2.  削除・廃棄等について 
 情報資産⼀覧の廃棄⽅法に従って、廃棄もしくは返還するこ 
 と。 

 3.2.3.  各デバイス 
 各デバイスを取り扱う場合は、以下を実施する。 

 3.2.3.1.  取り扱いについて 
 ●  全てのデバイスは⼀定時間で認証が必要なロックがかかるよ 

 うにすること。 
 ●  デバイス内のデータは暗号化を施して保存すること。 
 ●  業務の情報が通知で出る際はその内容までは表⽰されない設 

 定にすること。 
 ●  離席時はあらゆる場所において必ずデバイスのロックをかけ 

 ること。 
 ●  業務に使⽤する各デバイスは、個⼈利⽤にとどめ、他者との 

 共同利⽤を禁⽌とする。 
 ●  USB、外部接続HDDは可能な限り禁⽌とする。利⽤する場合 

 は、登録制かつ⾃動暗号化機能付きであることとし、情報の 
 共有はクラウドのみとする。 

 3.2.3.2.  削除・廃棄等について 
 秘密保持契約書に従って処分する。 

 3.2.4.  Google Workspace 
 Google Workspaceを取り扱う場合は、以下を実施する。 

 3.2.4.1.  取り扱いについて 
 ●  アカウント登録は、情報セキュリティ管理責任者が承認し、 

 情報セキュリティ責任者は随時確認すること。 
 ●  むすびえメンバーでのプロジェクト単位でのアクセス制限は 

 実施しない。 
 ●  外部と情報を共有する場合  は、情報セキュリティ管理責任者 

 の監督の元、アクセス⽤のフォルダを別途作成し、むすびえ 
 メンバーのフォルダにはアクセスさせない。 

 3.2.4.2.  削除・廃棄等について 



 退職（契約終了含む）、休職が終了した時点で、情報セキュ 
 リティ管理責任者は、当該アカウントの削除⼜は無効化を実 
 施する。 

 3.2.5.  ネットサービス 
 ネットサービスを取り扱う場合は、以下を実施する。 

 3.2.5.1.  取り扱いについて 
 ●  個⼈での契約を禁⽌とし、情報セキュリティ対策室の 

 確認を経て、むすびえにて購⼊する。 
 ●  ⼆段階認証の設定を必須とすること 
 ●  それぞれのネットサービス間での、パスワード共有及 

 び⼀定のルールに基づくパスワード設定は禁⽌。特 
 に、個⼈で利⽤しているサービスと共通のパスワード 
 は業務では使⽤しないこと。 

 3.2.5.2.  削除・廃棄等について 
 退職（契約終了含む）、休職が終了した時点で、情報セキュ 
 リティ管理責任者は、当該アカウントの削除⼜は無効化を実 
 施する。 

 3.2.6.  コミュニケーションツール 
 コミュニケーションツールを取り扱う場合は、以下を実施する。 

 3.2.6.1.  取り扱いについて 
 情報セキュリティ対策室で、使⽤すると決めたコミュニケー 
 ションツール以外は使⽤しない。 

 3.2.6.2.  削除・廃棄等について 
 退職（契約終了含む）、休職が終了した時点で、情報セキュ 
 リティ管理責任者は、当該アカウントの削除⼜は無効化を実 
 施する。 

 3.2.7.  リモートワーク 
 リモートワークにより情報資産を取り扱う場合は、以下を実施する。 

 3.2.7.1.  取り扱いについて 
 ●  公共の場所でのオンラインミーティングにおいては業務情報 

 の⼝頭漏洩を⼗分に注意すること。 
 ●  公共の場所での作業時、第三者の画⾯盗み⾒などに⼗分に注 

 意すること。 
 ●  ネットワーク網については、原則、⾃宅WiFi（有線含む）と 

 各⾃スマホ等によるテザリングを推奨（ポケットWi-Fi含 
 む）。外部の施設Wi-Fiを使う場合は、使⽤するネットワーク 
 名が確実に施設公式のものであるかを⼗分に確認すること。 

 4.  情報セキュリティインシデント対応ならびに事業継続管理 
 4.1.  対応体制 

 情報セキュリティインシデントが発⽣した場合には、以下の体制で対応す 
 る。 

 最⾼責任者  情報セキュリティ責任者 



 対応責任者  情報セキュリティ管理責任者 

 ⼀次対応者  発⾒者⼜はプロジェクトリーダー 

 4.2.  情報セキュリティインシデントの影響範囲と対応者 
 情報セキュリティインシデントが発⽣した場合、以下を参考に影響範囲を判 
 断して対応する。 

 事故レベル  影響範囲  責任者 

 3  ●  顧客、取引先、などに影響が 
 及ぶ時 

 ●  個⼈情報が漏洩した時 

 情報セキュリティ責任者 

 2  事業に影響が及ぶ時  情報セキュリティ責任者 

 1  むすびえメンバーの業務遂⾏に 
 影響が及ぶ時 

 情報セキュリティ管理責 
 任者 

 0  インシデントにまでは⾄らない 
 が、将来においてインシデント 
 が発⽣する可能性がある事象が 
 発⾒された時 

 情報セキュリティ管理責 
 任者 

 4.3.  インシデントの連絡及び報告 
 レベル1以上のインシデントが発⽣した場合、発⾒者は情報セキュリティ管 
 理責任者に速やかに報告し、指⽰を仰ぐ。 

 制定、第1.0版：令和4年12⽉26⽇ 



情報公開規程 
 

（目 的） 
第１条 この規程は、特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下
｢この法人｣という）が、その活動状況、運営内容及び財務状況等を積極的に公開するため

に必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的

とする。 
 
（法人の責務） 
第２条 この法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開
することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのない

よう最大限の配慮をしなければならない。 
 
（利用者の責務) 
第３条 第７条に規定する情報公開の対象書類を閲覧ないしは謄写した者は、これによって
得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害

することのないよう努めなければならない。 
 
（情報公開の方法） 
第４条 この法人は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、書類の事務所備え置き並びにイ
ンターネットの方法により行うものとする。 
 
（公 告) 
第５条 この法人は、法令並びに定款の規定に従い、貸借対照表について、公告を行うもの
とする。 
２ 前項の公告については、定款第 52 条の方法によるものとする。 
 
（公 表) 
第６条 この法人は、法令の規定に従い、理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基
準（役員報酬規程）について、公表する。これを変更したときも、同様とする。 
２ 前項の公表については、役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程を次条に定める
事務所備え置きの方法によるものとする。 
 
（書類の事務所備え置き） 
第７条 この法人は、法令の規定に従い、書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有す
る者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。  
（事務所備え置きの書類） 
第８条 前条の事務所備え置きの対象とする書類は別紙１に掲げるものとし、次条に規定す
る閲覧場所に常時備え置く。 
２ 別紙１中、｢保存期間｣として備え置き期間を表示しているものについては当該備え置き
期間分の書類を、備え置き期間を表示していないものについては当該最新の書類を公開す

る。 
 
（閲覧場所及び閲覧日時） 
第９条 この法人の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、主たる事務所とする。
または、理事長が定めた場所とする。 
２ 閲覧の日は、この法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間のうち午前 10 時
から午後５時までとする。ただし、この法人は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対



し、閲覧日時を指定することができる。 
 
（閲覧等に関する事務） 
第 10 条 閲覧希望者から別紙１に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次により取
り扱うものとする。 
(1) 様式１に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。 
(2) 閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式２に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、
閲覧を拒否する正当な理由がない限り、閲覧に供する。 
(3) 閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、実費負担を求
め、謄写を拒否する正当な理由がない限り、これに応じる。 
(4) 前 3 項の規定にかかわらず、別紙１に掲げる書類のうち、役員名簿等において役員及
び社員の住所（居所）については、この法人の社員その他利害関係人による請求の場合を

除き、閲覧及び謄写できないものとする。 
 
（電磁的媒体による情報公開） 
第 11 条 この法人は、第５条ないし第７条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々
に対し電磁的媒体による情報公開を行うものとする。 
２ 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は理事長が定める。 
 
（その他） 
第 12 条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は理事長が理事会の決
議を経てこれを定める。 
 
 
 
（管 理） 
第 13 条 この法人の情報公開に関する事務は、管理部門が管理する。 
 
（改 廃）  
第 14 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 
 
附 則 
 この規程は、2020年 6月 1日より施行する。（2020年 5月 3日理事会議決） 
 
 
2021年 6月 1日改定（2021年 5月 25日理事会議決） 
  



 
別紙１ 

対象書類等の名称 保存期間 
 
１．【NPO法人関係書類】 
（１）事業報告書等（事業報告書、活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記、財産目録、

年間役員名簿、社員のうち 10人以上の名簿）	 5年 
（２）役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 
（３）定款 
（４）登記事項証明書（履歴事項証明書）	 10年 
（５）認証書類の写し（設立時・定款変更時等）	 10年 
 
２．【認定 NPO法人関係書類】 
（１）認定申請提出書類（申請書・寄付者名簿を除く）�１	 5年 
（２）役員報酬規程等提出書類（役員報酬規程・職員給与規定を含む）�２	 5年 
（３）助成金の支給実績を記載した書類	 5年 
（４）閲覧（情報公開）に関する規定（本規定） 
 
３．【その他】 
（１）事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類  1年 
（２）監査報告書  5年 
（３）理事会議事録  10年 
（４）総会議事録  10年 
 
 
�１：認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類、寄附金を充
当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 
�２：役員報酬規程、職員給与規程、前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、
資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載し

た書類、特定非営利活動促進法第 45 条第１項第３号（ロに係る部分を除く。）・第４号
イ及びロ・第５号並びに第７号に掲げる基準に適合している旨及び法第 47 条各号のいず
れにも該当していない旨を説明する書類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式１ 

閲 覧（謄 写）申 請 書 
 

特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 
理事長 湯浅 誠 殿 

申請月日  年 月 日 



申 請 者 
申 請 者 住 所 〒 
電 話 番 号 

 
私（申請者）は、下記の閲覧(謄写)目的に従って閲覧対象書類から得た情報を、その目的
に即して適正に使用するとともに、その情報によって個人に関する権利を侵害することの

ないよう誓います。 
 
閲覧(謄写)の目的 
 
閲覧対象書類（該当するものを○で囲んで下さい。） 
 
１．【NPO法人関係書類】 
（１）事業報告書等（事業報告書、活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記、財産目

録、年間役員名簿、社員のうち 10人以上の名簿）	 5年 
（２）役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 
（３）定款 
（４）登記事項証明書（履歴事項証明書）	 10年 
（５）認証書類の写し（設立時・定款変更時等）	 10年 
 
２．【認定 NPO法人関係書類】 
（１）認定申請提出書類（申請書・寄付者名簿を除く）	 5年 
（２）役員報酬規程等提出書類（役員報酬規程・職員給与規定を含む）	 5年 
（３）助成金の支給実績を記載した書類	 5年 
（４）閲覧（情報公開）に関する規定 
 
３．【その他】 
（１）事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類  1年 
（２）監査報告書  5年 
（３）理事会議事録  10年 
（４）総会議事録  10年 
 
 
 
 
 
様式２ 
 

閲 覧 受 付 簿 
 
受付番号 受付年月日 申込人の住所・氏名 担当者名 備 考 

 
     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



⽂書管理規程 
 

（⽬ 的） 
第１条 この規程は、事務局規程第 10 条（規程外の対応）の規定に基づき、特定⾮営利活
動法⼈全国こども⾷堂⽀援センター・むすびえ（以下「この法⼈」という。）における⽂書
の取扱いを定め、事務を正確かつ効率的に処理することを⽬的とする。 
 
（⽂書の定義） 
第２条 この規程において、⽂書とはこの法⼈の業務上必要に応じて作成し、収集し、また
この法⼈以外に提出するすべての⽂書（紙媒体および協会内外のサーバー、端末ＰＣならび
にその他記憶媒体に記録された電⼦データ等で、第 10 条に定める別表 1 の⽂書保存期間
基準表に掲げるものを含む）をいう。 
 
（事務処理の原則） 
第３条 この法⼈の事務は、原則として⽂書⼜は電磁的媒体により処理するものとする。 
 
（取扱いの原則） 
第４条 ⽂書の取扱いは、責任を明らかにして正確かつ迅速に⾏うとともに、常に整理し、
その所在を明らかにしておかなければならない。 
 
（⽂書管理責任者及び⽂書管理担当者） 
第５条 ⽂書管理を統括する者として⽂書管理責任者を置く。⽂書管理責任者は、管理部⾨
マネージャーがそれに当たる。 
２ ⽂書の受付、配布、回付および整理保存等を⾏わせるため、⽂書管理担当者を管理部⾨
に置く。⽂書管理担当者は、管理部⾨マネージャーが指名する。 
 
（決裁⼿続き） 
第６条 ⽂書の起案は、事務局規程で定めるそれぞれの部において⾏うものとする。 
２ 起案⽂書は、理事の職務権限規程の（別表）に定める決裁権者の決裁を受けるものとす
る。 
３ 起案⽂書のうち、理事⻑の決裁を要するものは、⽂書⼜は電磁的媒体で、記録が残る⽅
法で⼿続きを⾏うものとする。 
４ 既決伺書は、管理部⾨にて、ﾀｲﾄﾙ・担当部署･申請⽉⽇・決裁⽉⽇の記載を確認し、保管
する。 
 
（受信⽂書） 



第７条 この法⼈に到着した⽂書（以下「受信⽂書」という。）は、⽂書管理担当者において
受付けるものとし、⽂書管理担当者以外において受取ったときは、速やかに⽂書管理担当者
に回付しなければならない。 
２ ⽂書管理担当者は、受信⽂書に受付印を押印する。ただし、許可書等押印することが適
当でないものは、この限りでない。 
 
（外部発信⽂書） 
第８条 この法⼈外に発信する⽂書（以下「発信⽂書」という。ただし、軽易な⽂書は除く。）
は、理事の職務権限規程の（別表）の定めにより発信する。 
２ 前項の規定による発信⽂書については、原則として⽂書発信番号及び発信⽇付を記載し
⽂書発信簿に登録する。 
 
（整理及び保管） 
第９条 ⽂書の整理保管は、原則として当該⽂書担当部署において⾏う。 
２ ⽂書の保管期間は当該⽂書の処理が完了した事業年度の末⽇までとする。 
 
（保存期間） 
第 10 条 ⽂書の保存期間は、特定⾮営利活動法⼈の⽂書保存期間基準表による。ただし、
関係法規により保存年限が定められている⽂書は、当該法規による。 
２ 前項の保存期間は、処理を終えた年度の翌年度から起算する。 
 
（廃 棄） 
第 11 条 保存期間を経過した⽂書は廃棄する。ただし、理事⻑が引続き保存する必要があ
ると認めたものはこの限りではない。 
 
（規程の改廃） 
第 12 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て⾏う。 
 
附 則 
この規程は、2020 年 6 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。（2020 年 5 ⽉ 3 ⽇理事会議決） 
 
 



 
 

役員報酬規程 

 
（目的） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ （以下「むすびえ」）の役員の報酬および役  

員に対する実費の弁償等について必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 むすびえが報酬を支払うことができる役員は、定款第１８条１項に定める理事および監事をいう。 

 

（理事の報酬） 

第３条 役員に対しては、理事会の決議で定める総額の範囲内で、報酬を支給することができる。 

  ２   前項の決議について、報酬を受領する理事は、議決に加わることができない。 

 

（報酬等の支給方法） 

第４条 役員に対する報酬は、月額分を本人の指定する本人口座へ毎月振り込むものとする。ただし、法令等に基づき役員の    

報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額からその金額を控除して振り込むものと

する。 

２ 役員がその職務を執行するために要した費用は、むすびえ旅費・経費規程に準じて弁償することができる。 

 

（報酬の額の決定） 

第５条 理事の報酬の額および額の改定については、第３条１項の決議により定める総額の範囲内で、勤務の状況等に応じ

て、理事会の決議で定めるものとする。 

２ 監事の報酬の額および額の改定については、第３条１項の決議により定められた総額の範囲内において、勤務の状況

等に応じて、監事の協議で決定するものとする。 

 

（任期の途中での就任および退任等） 

第６条 任期の途中において新たに就任した役員に対し、報酬を支払うことができる役員には、就任した日から報酬を支払うこ

とができる。 

２ 報酬を支払うことができる役員が任期の途中において退任し、または解任され役員でなくなった場合にはその日までの

報酬を支払うものとする。 

３ 報酬を支払うことができる役員が死亡により退任した場合には、その月までの報酬を支払うものとする。 

４ 第１項または第２項の規定により報酬を支払う場合には、その月の総日数から日曜日、土曜日および祝祭日を差し引い

た日数を基礎として日割りにより計算するものとする。 

 

第７条 （適用除外） 

むすびえの事業の一部を兼務する役員の当該兼務業務については、この規程は適用しない。 

 

第８条 （改正等） 

この規程の制定及び改廃は、理事会が決定し、総会の承認を受けて行う。 

 

附 則 

この規程は、2019年１月１日に遡及して適用する。 

 

 

 

2019 年５月 15 日制定 

 



役員の利益相反防⽌のための⾃⼰申告等に関する規程 
 

 
（⽬的） 
第１条 この規程は、特定⾮営利活動法⼈全国こども⾷堂⽀援センター・むすびえ（以下「法
⼈」という。）の役員の「利益相反に該当する事項」についての⾃⼰申告に関し必要な事項
を定めることを⽬的とする。 
 
（対象者） 
第２条 この規程は、この法⼈の役員に対して適⽤する。 
 
（利益相反⾏為の禁⽌） 
第３条 役員は、法⼈と役員との利益が相反する可能性がある場合（法⼈と業務上の関係に
ある他の団体等に役員が関係する（兼職等を除く。）ことによってかかる可能性が⽣ずる場
合を含むが、これに限られない。）に関して、理事会の事前承認を得ることとする。 
2 役員は、原則として、別紙に掲げる⾏為を⾏ってはならず、やむを得ない理由により 
かかる⾏為を⾏う場合には、事前に理事会に書⾯で申告するものとする。 
3 法⼈が助成事業等を⾏うにあたり、理事、監事、評議員、社員、職員その他の事業協⼒団
体の関係者に対し、特別の利益を与えてはならない。 
 
（⾃⼰申告） 
第４条 役員は、毎年当該役員の兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事項の有無及
び内容について理事会に書⾯で申告するものとする。 
 
（申告後の対応） 
第５条 前 2 条の規定に基づく申告を受けた理事会は、利益相反に該当する事項の迅速な発
⾒及び是正を図るため、申告内容の確認を徹底した上、必要に応じ、速やかに当該申告を⾏
った者に対して、この法⼈との利益相反状況の防⽌⼜は適正化のために必要な措置（以下
「適正化等措置」という。）を求めるものとする。 
２ 前項にかかわらず、第 3 条第 2 項に規定する場合、申告を受けた理事会は、申告内容の
確認を徹底した上、必要に応じ、速やかに当該申告を⾏った事務局⻑に対して適正化等措置
を求めるものとする。 
 
（申告内容及び申告書⾯の管理） 
第６条 第 3 条⼜は第 4 条の規定に基づいて申告された内容及び提出された書⾯は、事務局
にて管理するものとする。 



 
（改廃） 
第７条 この規程の改廃は、監事の同意及び理事会の決議を経て⾏う。 
 
附則 
この規程は、2020 年 1 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。（2019 年 7 ⽉ 28 ⽇理事会決議） 
この規定は、2020 年 6 ⽉ 1 ⽇から改定施⾏する。（2020 年 5 ⽉ 3 ⽇理事会決議） 
 
別紙 
(1)この法⼈が⾏う助成事業等の申請団体⼜はこれらの団体になり得る団体等（以下「資⾦
分配団体等」という。）の役員⼜はこれに準ずるものに就くこと。ただし、やむを得ない事
情があると認められるときは、この限りでない。 
 
(2) この法⼈が⾏う助成事業等の申請団体⼜はその役員若しくはこれに準ずるもの若しく
は従業員（以下「助成事業等の申請団体等役職員」という。）から⾦銭、物品⼜は不動産の
贈与（せん別、祝儀、⾹典⼜は供花その他これらに類するものとして提供される場合を含
む。）を受けること。ただし、助成事業等の申請団体⼜は助成事業等の申請団体等役職員か
ら、これらの者の負担の有無にかかわらず、物品若しくは不動産を購⼊した若しくは貸与を
受けた場合⼜は役務の提供を受けた場合において、それらの対価が無償⼜は著しく低いと
きは、相当な対価の額の⾦銭の贈与を受けたものとみなす。 
 
(3) 助成事業等の申請団体等⼜は助成事業等の申請団体等役職員から⾦銭の貸付け（業とし
て⾏われる⾦銭の貸付けは、無利⼦のもの⼜は利⼦の利率が著しく低いものに限る。）を受
けること。 
 
(4) 助成事業等の申請団体等⼜は助成事業等の申請団体等役職員から未公開株式を譲り受
けること。 
 
(5) 助成事業等の申請団体等⼜は助成事業等の申請団体等役職員から供応接待を受けるこ
と。 
 
(6) 助成事業等の申請団体等⼜は助成事業等の申請団体等役職員をして、第三者に対し前 2
号から 5 号に掲げる⾏為をさせること。 

以上 



理事の職務権限規程

第１章 総 則

（目 的）

第１条 この規程は、特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下「この

法人」という。）の定款第５８条の規定に基づき、理事の職務権限を定め、特定非営利活動法

人としての業務の適法かつ効率的な執行を図ることを目的とする。

（法令等の順守）

第２条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、

協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。

第２章 理事の職務権限

（理 事）

第３条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、職務を執行する。

（理事長）

第４条 理事長の職務権限は、法令、この法人の定款及び別表に掲げるもののほか、次のとおり

とする。

（1）代表理事としてこの法人を代表し、その業務を総理する。

（2）理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。

第３章 補 則

（細 則）

第５条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議を経て、

理事長がこれを定める。

（改 廃）

第６条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、 2020年6月1日から施行する。（2020年5月3日理事会決議）



（別表）理事の職務権限

項目
決裁権者

理事長 理事

役割

◎この法人を代表し、

その業務を総理

◎理事会を招集し、議

長としてこれを主宰

◎評議員会の招集

◎理事長を補佐し、こ

の法人の業務を執行

◎理事長の事故時等の

職務執行

事業計画案及び予算案の作成に関すること ○

事業報告案及び決算案の作成に関すること ○

人事及び給与制度の立案及び報告に関するこ

と
○

重要な使用人以外の者の任用に関すること ○

規程案の作成に関すること ○

国外出張に関すること ○

国内出張（役員、重要な使用人）に関すること ○

支出に関すること

1 件 500 万円以上 ○

1 件 500 万円未満 ○

セミナー等事業の実施に関すること ○

職員の教育・研修に関すること ○

渉外に関すること ○

福利厚生（役員含む）に関すること ○

外部に対する文書発簡

特に重要なもの ○

重要なもの ○

比較的重要なもの ○

一般事務連絡 ○

（注）上記にかかわらず、理事の不在時等、理事がその決裁権限を行使できない場合において、

理事長が理事に代わり決裁を行うことは差し支えない。
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倫理規程 

 
（組織の使命及び社会的責任） 

第１条 特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下「この法人」という。）

は、全国のこども食堂が、それぞれの事業基盤を強化し、相互に支えあい、かつ地域・社会から

広く理解を得て事業を行えるようになることでこども食堂がすべての子が安心して利用できる場

になることを通じて、誰も取り残さない共生社会の創造に寄与することを十分認識して、事業運

営に当たらなければならない。 

 

（社会的信用の維持） 

第２条 この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持･向上に努めなけ 
ればならない。 

 

（基本的人権の尊重） 

第３条 この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしては

ならない。 

 

（法令等の遵守） 

第４条 この法人は、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程、内規を厳格に遵守し、

社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。 

２ この法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。 

３ 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇するこ

となくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。 

 
（私的利益追求の禁止） 

第５条 役職員及び評議員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用

することがあってはならない。 

 
（利益相反等の防止及び開示） 

第６条 この法人は、理事会又は評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を

有する理事又は評議員を除いて行わなければならない。 

２ この法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」につい

て自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。 

 
（特別の利益を与える行為の禁止） 

第７条 役職員及び評議員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、 
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寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。 

 
 

（情報開示及び説明責任） 

第８条 この法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務

資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。 

 
（個人情報の保護） 

第９条 この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重

にも十分配慮しなければならない。 

 
（改 廃） 

第１０条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 
 

附 則 

この規程は、2020年6月1日から施行する。（2020年5月3日理事会決議） 







書式第１２号（法第２８条関係） 
事業報告用 

 

	 2020年度 事業報告書 
 
 
 

特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 
 

１	 事業の成果 
3 事業年度目になる 2020 年度は、新型コロナウィルス感染症の長期化による影響を大きく受けた一年
となった。その結果、これまで地域ネットワーク団体を通じたこども食堂支援の主な取り組みは、食材

等の仲介だったが、コロナ禍で食材配布等のフードパントリーに形態を変えて活動するこども食堂から

の資金難の声に応える形で、「むすびえ・こども食堂基金」を創設し、むすびえとして初めての助成金

事業を行った。「むすびえ・こども食堂基金」では、第 1〜5 回と食中毒保険費用緊急助成を合わせて、
674 団体に対して総額 1 億 2 千万円を助成した。また、むすびえとして初めてとなる省庁からの受託事
業である農林水産省「食育推進事業」を実施し、97 団体に対して、食材を提供した。さらに、2019 年
度より「こども食堂地域防災拠点化事業検討委員会」を発足させ、検討を行なっていたこども食堂防災

拠点化の取り組みでは、6 月に「こども食堂防災マニュアル」をリリースし、愛媛、宮崎等で研修も実
施した。 
中間支援団体（地域ネットワーク団体）強化に向けた活動としては、地域ネットワーク団体が行うセミ

ナーやイベントでの講師派遣や企画協力、行政など地域の関係者とのつなぎなどもオンラインを活用し

て積極的に行ったほか、休眠預金事業を通じて地域ネットワーク団体を助成し、伴走支援を行なってい

る。また、福井、三重、長崎、鹿児島のネットワークにおいては、子ども未来応援基金の支援を受け、

ピアサポート体制を構築した。その結果、各県単位の地域ネットワーク団体は、35 団体から 39 団体に
増加した。また、2 月には、年に一度の地域ネットワーク団体全国交流会をオンライン開催し、96 人が
参集。全国レベルで交流し、事例共有などを行ない、そこから各ブロック単位などで継続的な情報交換

の場が設けられている。 
こども食堂運営者および支援者に対する研修事業では、コロナで IT 化の必要性が高まった運営者に対
して、「オンラインツール」の勉強会を開催した。また、感染症に詳しい小児科医の協力を得て、こど

も食堂運営者に対して個別相談会を開催したほか、感染症対策の動画を作成し、広く啓発も行なった。

さらには、ガイドブックや感染症対策チェックシート、感染症対策マークなどを制作し、それらコンテ

ンツを活用した研修（勉強会）等を行なった。 
こども食堂の支援者に対するコンサルティング及び企画運営支援に関しては、のべ 67 企業等から支援
物資の仲介を行い、新規で 27 のプロジェクトを立ち上げ、広報発信も各企業などから行うことで、さ
らなる普及啓発を意識し、実践した。さらに、継続的な支援企画を積極的に働きかけ「イオン・こども

食堂応援団」「マルエツ お客様募金」「ライオン・インクルーシブ・オーラルケア」などを発表した。 
こども食堂に関する普及啓発事業は、こども食堂の活動をより広く知ってもらうために「ありがとうキ

ャンペーン」を通じ、こども食堂運営者のインタビューを中心とした動画を作成し、YouTube で発信
した。さらには、「むすびえ・こども食堂ラジオーごちそうさまー」を facebook ライブでスタートさ
せ、全国レベルでこども食堂への正しい理解を進めるための啓発を積極的に行なっている。 
こども食堂に関する調査研究事業では、2 月には、地域ネットワーク団体との共同調査として、最新の
こども食堂の箇所数が 4960 箇所になったことを発表した。コロナ禍でも増え、4 年で 16 倍になったこ
とは、地方媒体含む各種メディアでも取り上げられた。また、こども食堂で出会ったちょっと気になる

子どもへの対応についてのインタビュー調査を行い、3 月に冊子を公開したほか、こども食堂の包括的
な価値をはかるための指標開発にも本格的な実施に着手し、北九州、滋賀県、諏訪圏域をフィールドに、

参加型評価を進めている。 
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２	 事業の実施に関する事項 
（１）特定非営利活動に係る事業	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （事業費の総費用【 209,570 】千円） 
定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千

円） 

 
こども食堂運

営者に対する

運営基盤強化

支援事業 
 

こども食堂に対する寄付

やサービスの相談・仲介

等を行う。また、「オン

ラインツール」「感染症

対策」に関する勉強会を

開催。 

随時 全国 104人 

全国のこど

も食堂運営

者およびこ

ども食堂へ

来た子ども

とその親。

自治体など

関 係 者 な

ど。 

の べ

807 こ
ども食

堂およ

び地域

ネット

ワーク

団体。 
約 30
万人。 

161,14
8 

こども食堂の

中間支援団体

に対するネッ

ト ワ ー ク 構

築、および運

営基盤強化支

援事業 
 

オンラインセミナーやイ

ベントでの講師派遣や企

画協力、行政など地域の

関係者とのつなぎなども

積極的に行い、各地域の

中間支援団体（ネットワ

ーク）の機能強化を支援

し、休眠預金コロナ緊急

枠による伴走支援やピア

サポートの体制構築を行

う。 
また、全国交流会を開

催。 

随時。

全国交

流会は

2021
年 2 月
に開催 

全国 16人 

全国各地の

地域ネット

ワーク団体

および各県

キーパーソ

ン 

144
名。 
55 団

体。 

22,582 

こども食堂運

営者および支

援者に対する

研修事業 
 

「食品衛生責任者資格取

得助成」を実施した他、

他団体と共同し、PC 機
器を寄贈。 

随時 全国 9人 

全国のこど

も食堂運営

者および地

域ネットワ

ーク団体の

代表者等 

こども

食 堂

50 団

体 

425 

こども食堂の

支援者に対す

るコンサルテ

ィング及び企

画運営支援事

業 

企業・団体等の相談を受

け、企画の立案等を行

う。 
随時 全国 73人 

こども食堂

支援を検討

する企業・

団体等。こ

ども食堂運

営者 

34 企

業等な

ら び

に 、

312 の
こども

食堂 

15,063 

こども食堂に

関する普及啓

発事業 

facebook ライブによる
「ラジオ」や動画、SNS
での発信など、主にオン

ラインを通じてこども食

堂の正しい理解を促進す

る活動を行う。 

随時 全国 12人 一般 75 万

PV 1,458 



こども食堂に

関する調査研

究事業 

地域ネットワーク団体と

共同で箇所数を調査、発

表した他「こども食堂白

書」を発刊。また、「ち

ょっときになる子」に対

する対応の調査も行う

他、こども食堂の複合的

な価値を示すための評価

指標開発も参加型で実施

し、こども食堂の実態調

査をする。 

随時。 
2020
年の箇

所数は

12 月

に発表 

全国 32人 

こども食堂

および全国

各地の地域

ネットワー

ク団体およ

び各県キー

パーソン。 
一般。 

400 団
体 8,891 

 



書式第１２号（法第２８条関係）

　　　2021年度 事業報告書

特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

１　事業の成果
1）総論
4事業年度目になる2021年度は、昨年に引き続き、新型コロナウイルス禍にあった。こども食堂は、会食型の開催
に困難を抱え続けながらも、フードパントリー活動を通じて生活困難家庭の支援を継続した。むすびえは、コロナ
禍以前からこども食堂が有していた多世代交流・全世代交流の意義を強調しつつ、同時にコロナ禍でこども食堂
が果たしている生活支援の意義も強調し、多様なこども食堂の多様な活動をできるかぎり全方位的に支援した。
2021年度においては特に、従来からの資金支援・物的支援の拡充に加えて、非資金支援・伴走支援の拡充に努
めた。伴走支援においては、特に「相互の学び合いの機会創出」「対話」を重視すると同時に、ロジックモデルづ
くりやエコマップ作成など、こども食堂や地域ネットワーク団体の活動が多様化する中で、活動の目的や目指す
成果、それを実現するための活動を各団体が自ら整理できるようになることをサポートすることを重視し、活動を展
開した。
むすびえは2021年度に急激に事業拡大したが、むすびえが目指すのは自団体の規模拡大ではなく、こども食堂
および地域ネットワーク団体が、より自律的に活動を継続・発展すること、そしてこども食堂および地域ネットワーク
団体がそれぞれの地域において資源の地域循環を促すハブとなり、地域コミュニティとそこに暮らす人々がより心
身ともに健康な状態で過ごせるようになることである。そのためには伴走支援を拡充することがむすびえのビジョ
ン・ミッションにより資する方策だと考えたためである。
2）事業別

○こども食堂運営者に対する運営基盤強化支援事業
「こども食堂困りごとアンケート調査」等を通じながら、迅速に現場の活動状況やニーズを明らかにし、その結果を
踏まえたプロジェクト実施を行うなど、現場のニーズに応答する事業を推進した。そして、昨年度創設した「むす
びえ・こども食堂基金」や「マルエツ・むすびえ基金mini」「食品衛生責任者資格取得助成」「休眠預金事業」等の
助成事業を通じて、のべ796団体のこども食堂および地域ネットワーク団体に対して、総額271,723,553円を助成
した。

○こども食堂の中間支援団体に対するネットワーク構築、および運営基盤強化支援事業

資金支援については、上記助成事業に地域ネットワーク団体に対する支援も含まれている。
非資金支援については、厚生労働省「生活困窮者及びひきこもり支援に関する民間団体活動助成事業」を通じ
て、県域の地域ネットワーク団体の情報連携を目的とした事業を実施し、月1回のミーティングの場である「お宝
シェア会議」を実施した。東京都からの助成を受け、東京都ボランティアセンターと連携して東京都ネットワーク形
成および立ち上げ支援を開始した。それら複数のプロジェクトを通じて、地域ネットワーク団体の活動を支援し、
その結果、県域の地域ネットワーク団体は39団体から42団体に増加した。さらには、毎年、恒例となっている年に
一度の地域ネットワーク団体全国交流会をオンライン開催し、全国から約100名が参加し、全国の地域ネットワー
ク団体の代表者等が情報交換および交流するだけでなく、多様化するこども食堂が大事にしていることをダイアロ
グするなど、こども食堂のインフラ化を進めていくための対話を通じた気づきや発見を促す機会づくりを行なっ
た。

○こども食堂運営者および支援者に対する研修事業

こども食堂運営者に対する研修事業として、コロナで IT 化の必要性が高まった運営者に対して、「ITノウハウ伝
授イベント」や「Amazon欲しいものリスト作成」「Googleホームページ作成」等の勉強会を開催した。また、感染症
に詳しい小児科医の協力を得て、全国10箇所の地域ネットワーク団体と連携して、こども食堂運営者に対して研
修会を行ない、開発したコンテンツの普及と感染対策の実践事例の共有などを行なった。さらには、こども食堂お
よび地域ネットワーク団体の活動の継続性を向上させ、地域連携をはかっていけるようになるために、こども食堂
向けの助成金申請セミナーやファンドレイジングセミナーを開催するなど、活動団体の基盤強化を支援した。
また、支援者たる企業・団体に対しては、「こども食堂応援団説明会」を開催した。

○こども食堂の支援者に対するコンサルティング及び企画運営支援事業
のべ 42 企業等から支援物資の仲介を行い、のべ12,503団体に対して、763,912,788円（売価計算）相当の支援を
行なったほか、ライオン株式会社やアストラゼネカ株式会社等と連携して、プログラム開発支援およびこども食堂
へのプログラム提供を行なうと同時に、社員ボランティアの推進も図った。



また、今年度は、新規支援企業開拓のためにFOOD展への出展も行い、営業力のノウハウ蓄積にも着手した。

○こども食堂に関する普及啓発事業およびこども食堂に関する調査研究事業
2022年度にはこども食堂が10周年を迎える。この機会を契機によりこども食堂がより地域に根差していくために、
10周年事業を立ち上げ、こども食堂の正しい理解の促進と同時に、継続的な支援企画の働きかけのために「こど
も食堂応援団」の立ち上げを目指し、企画準備を行なった。
また12月には、地域ネットワーク団体との共同調査として、最新のこども食堂の箇所数が6,014箇所になったことを
発表した。そして、こども食堂の大規模実態調査を行い、子どもから高齢者まで多世代が集うこども食堂の実態も
明らかにした。この発表は、地方媒体含む各種メディアでも取り上げられた。
また、こども食堂の包括的な価値を明らかにするためのMSC（モスト・シグニフィカント・チェンジ）およびこども食堂
の価値を発見するサポートキットの開発を行い、前述の全国交流会で、全国の地域ネットワーク団体に紹介した。
さらには、農林水産省、厚生労働省、内閣府など、複数の省庁がこども食堂支援の事業等を発表することを受
け、政府連携プロジェクトを立ち上げ、省庁との情報連携、政策提案などを行なったほか、各省庁が行う支援策を
現場団体にわかりやすく伝えていくための横断セミナーを主催するなど、国と現場の橋渡し役を意識した活動を
行なった。
3）その他
これら事業の推進を図るために採用を進めた。また、フルリモートでの業務遂行においてもコミュニケーションを円
滑にしていくために、事業部門、事業サポート部門の連携を目的とした会議（「接続会議」）を継続的に開始した。
また、団体としてのセオリー・オブ・チェンジをまとめた他、自主ゼミや勉強会、全体会議の開催や推進等、組織開
発、組織基盤強化にも力を入れて取り組んだ。そして、認定NPO法人の取得やグッドガバナンス認証を得るな
ど、組織の信頼向上を図った。

２　事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動に係る事業　　　　　　　　　　　　　　（事業費の総費用【417,134】千円）

定款に記載

された

事業名

事業内容 日時 場所
従事者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業費

（千円）

こども食堂運

営者に対する

運営基盤強化

支援事業
こども食堂に対する寄付

（助成金）やサービスの相

談・仲介等を行った。

随時 全国 100人

全国の地域

ネットワーク

団体を通じ

た間接的支

援を含む全

国のこども食

堂運営者

等。

のべ694
団体

259,519

こども食堂の

中間支援団体

に対するネッ

トワーク構

築、および運

営基盤強化支

援事業

オンラインセミナーやイ

ベントでの講師派遣や企

画協力、行政など地域の

関係者とのつなぎなども

積極的に行い、各地域の

中間支援団体（ネットワ

ーク）の機能強化をサポー

トし、休眠預金事業による

伴走支援や相互交流を通

じた支援を実施した。また、

全国交流会を開催。​​

随時

全国交流

会は、

2022年2
月に開催

全国 100人

全国の地域

ネットワーク

団体及び各

県のキー

パーソン。自

治体関係者

等。

のべ495
団体

31,874

こども食堂運

営者および支

援者に対する

研修事業

「IT支援」「感染症対策」等

に関する勉強会を開催した

他、基盤強化に向けた助

成金申請セミナーやファン

ドレイジング研修費用の補

2022年2
月

全国 5人
こども食堂支

援企業等

のべ307
団体。の

べ31企

業・団体

42



助制度（応援プログラム）も

本年度初めて実施した。

支援企業に対する「こども

食堂応援団」説明会を開

催。

こども食堂支

援者に対する

コンサルティ

ング及び企画

運営支援事業

企業・団体等の相談を受

け、企画の立案等を行い、

助成金等の企画運営を実

施した。

随時 全国 100人

こども食堂支

援企業。全

国の地域

ネットワーク

団体及びこ

ども食堂

のべ56企

業・団体

及びのべ

15,310団

体。

76,582

こども食堂に

関する普及啓

発事業

facebook ライブによる

「ラジオ」やYouTube等を活

用した動画発信など、主に

オンラインツールを通じてこ

ども食堂の正しい理解を促

進する活動を行った。ま

た、オンラインセミナーなど

で公開できるものは

YouTubeにあげるなどし、

理解促進、普及啓発をし

た。

随時 全国 100人

全国の地域

ネットワーク

団体及びこ

ども食堂及

び一般

のべ18団

体及び

PV113
万。

YouTube
チャンネ

ル登録者

数 627人​​

1,135

こども食堂に

関する調査研

究事業

地域ネットワーク団体と

共同で箇所数及び実態を

調査し記者発表した他、都

道府県の目標設定状況を

リサーチし、整理、自治体

へのヒアリングを行った。さ

らに、県域の地域ネット

ワーク団体との定期的な情

報連携を実施。また、コロ

ナ禍におけるこども食堂の

困りごとアンケート調査や、

こども食堂の複合的な価値

を示すための評価指標開

発も参加型で実施した​​。

随時。

箇所数及

び実態調

査に関す

る記者発

表は2021
年12月

全国 100人

こども食堂お

よび全国各

地の地域

ネットワーク

団体および

各県キー

パーン。

一般。

のべ118
団体

47,981



書式第１２号（法第２８条関係）

　　　2022年度 事業報告書

特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

１　事業の成果
1）総論
5事業年度目となる2022年度も、引き続き新型コロナウイルス禍にあった。そして2022年は、初の
「こども食堂」ができてから10年という節目の年でもあった。
こども食堂は、コロナ禍のため、会食形式のこども食堂の開催に苦悩し続けたが、フードパント
リー活動等を通じて、子どもや子育て世帯、高齢者等の地域住民とつながり続けた。
むすびえは、計7回を数えた「困りごとアンケート」の実施やこども食堂運営者との日々の対話から
着想を得て、公開ワークショップ形式の全国ツアーを開始した。これまでの「こども食堂」のあゆ
み・道のりを再確認しながら、こども食堂運営者の思いや大事にしているエピソードを共有し、そ
れを通じてこども食堂の価値を深掘りするものである。これを10周年事業の中心に据えた。
また、助成事業を通じた財政面での支援、ITツールや感染症対策等の情報提供やファンドレイジ
ング研修等の運営支援、他地域の活動事例や活動者同士の相互の学び合い・交流の機会創出
などを行なった。コロナ禍でも増え続けるこども食堂の箇所数を明らかにする全国唯一の調査
や、こども食堂の価値を明らかにする調査など、こども食堂の社会的位置付けを基礎付ける基本
的な調査研究も引き続き行った。
むすびえは、これらの活動を通じて、現場のニーズに応じた資金的、非資金的支援を行いなが
ら、同時にこども食堂が生み出す価値や意義についても明らかにすることを目指した。それがビ
ジョン・ミッションの実現に資する方法だと考えたからである。
組織運営面においては、引き続き拡大する事業規模に対応しながら、社会的信頼を維持・向上さ
せることを目的に、役員体制の変更とガバナンス体制の強化を行なった。、ガバナンス強化等に
向けては、「整備期」と位置付け、理事会関連の会議を創設し、全体のバランスを考慮しながら必
要な部分を理事会が主導する運営を行った。また、理事長ゼミ、自主ゼミ、全体会議等の機会を
通じて、内部コミュニケーションの円滑化や人材育成に努めた。
むすびえは、自団体の事業規模の永遠の拡大を目指す団体ではなく、将来的には地域がより自
律的に各種資源を循環させる分散型のエコシステムの中で、こども食堂がそのエコシステムを機
能させるハブとして、生きそして生かされる状態の実現を目指しているが、その実現に向けての全
国センターとしての役割や期待もある。そのために、引き続き、事業推進・財源確保・組織基盤強
化等に取り組んだ。

また、22年度事業計画では当初定款に沿って6事業の計画としていたが、社会情勢や現場ニー
ズの変化を踏まえて年度の途中に3事業に定款変更し、より効果的な事業推進に取り組んだ。

２）事業別
地域ネットワーク支援事業
こども食堂や地域ネットワーク団体をはじめとした関係者との能動的共感に基づく主体的なコミュ
ニケーションに重点をおき、「こども食堂困りごとアンケート調査」等を通じて、迅速に現場の活動
状況やニーズを明らかにし、その結果を踏まえた資金的支援及び非資金的支援を行うなど、現場



のニーズに応答する事業推進に取り組んだ。資金的支援は、のべ1,302団体のこども食堂および
地域ネットワーク団体に対して、総額524,409,334円の助成を実施した。

38の県域の地域ネットワーク団体が参加し情報連携を目的として月１回のミーティングを行う「お
宝シェア会議」の継続開催を行い、団体同士の顔の見える信頼関係の基盤を醸成し、「休眠預金
活用事業」等を通じて団体同士が相互に支援し学びを深め合う仕組みを構築した。運営方針の内
部合意形成プロセスも支援する等、団体の実状に即した支援を行う「伴走支援基金」も実施するこ
とで、県域の地域ネットワーク団体の支援体制を拡充・深化させた。こども食堂が生まれて10年と
なる節目を捉えた「こども食堂10周年事業」では、こども食堂が広がる社会的意味を問いかけな
がら3年で全国47都道府県で公開ワークショップを実施することとし、今年度は岩手、青森、徳
島、埼玉、島根、愛知で実施した。資源の地域内循環を促し、こども食堂の新規立ち上げに資す
る活動となっている。こうした支援を通じて、全国のこども食堂の数は前年比1,349箇所増加（過
去2番目の増加数）で、7,363箇所となった。
県域の地域ネットワーク団体は大阪府での立ち上がりより43県に増加したが、47都道府県での
立ち上げ早期実現を目指す。
また、これまでの伴走支援の実践から得られたナレッジの形式知化及び伴走支援向上の為の学
習プログラムの内部実装を通じて伴走支援力の向上を果たした。

企業・団体との協働事業
「こども食堂10周年」を契機に、「こども食堂応援団」を呼びかけ、既存・新規の31の企業や団体と
ともに取組みを行なった。「こども食堂応援団」では、支援企業・団体向けのオンラインセミナーを
実施し、支援企業・団体同士の交流をはかったほか、支援企業等へのインタビューを行い、支援
内容や担当者の思いなどについて発信した。さらには、寄付つき商品の販売等を通じた支援の輪
の拡大に取り組んだ。
企業等から支援物資の仲介においては、のべ11,052団体に対して、524,941,640円（売価計算）
相当の支援を行なった。食料品に限らず、玩具、文房具、家電製品、住宅設備品、衛生用品など
現場ニーズに基づいて、多様な物資を仲介した。こども食堂への継続的なプログラム提供をして
いるライオン株式会社やアストラゼネカ株式会社においては、社員ボランティアの推進が拡大し
た。新規支援企業等からのボランティア希望の申し出も増え、従業員の地域社会参画の機会提
供、こども食堂理解促進のためのボランティアコーディネーションの内部整備に着手した。
また、今年度は、企業等からの支援において、資源の地域内循環を意識し、地域ネットワーク団
体への仲介事例も増やすことができた。個別の取り組みとしても、「イオンこども食堂応援団」の取
組みを発展させ、鹿児島のイオンモール等でフードドライブや啓発イベントを開催するなど、支援
企業との協働で地域住民への働きかけを行なう機会を創出できた。その他企業等においても地
域開催のコンサートやイベントへのこども食堂参加者の招待など機会提供の連携ができた。
同時に、多様な企業・団体からの支援のお申し出も増え、内部の実施体制の強化をはかり、寄付
付き商品・キャンペーン、寄付付き自動販売機、社内フードドライブ提案など支援メニューを構築
し、支援企業のこども食堂の理解促進のための講演も積極的に行った。新規支援企業開拓にお
いては昨年からのFOOD展に加え、業界連携連を視野にCare Show Japanにも出展し、協働・連
携力のノウハウを蓄積している。

調査・研究事業
調査研究事業では、2022年度も引き続き、こども食堂の価値を可視化し、こども食堂に対する正
しい理解を促す取組みに注力した。
こども食堂の価値は、まずその数（箇所数）に表れる。コロナ禍になっても衰えない増加数は、つ
いに1,349箇所増を果たし、7,363箇所となったことを明らかにした。参加者は年間延べ推計で
1,272万人（うち子ども876万人）に達した。むすびえは官民通じて唯一の全国箇所数発表主体で
あり、こども食堂が全国の中学校数に匹敵する数に達しつつある事実を明らかにすることは、そ
れ自体で社会全般のこども食堂に対する見方を変えてきたし、また変えていくものと考えている。
さらに、すべての子ども・地域住民が、望めば居場所に行けるという普遍的なアクセスの情報保障
を目指し、アイパブリッシング株式会社様と共同で、公開されるこども食堂情報が共通化されるた



めの共通データフォーマットの作成を行った。併せて、共通データフォーマットを活用したオープン
データ作成マニュアルを自治体向けに作成した。
同時に、「（コロナ禍での）困りごとアンケート」も2回実施した（6月と10-11月）。こちらはコロナ禍で
時々刻々変化していくこども食堂のニーズ等を適時に的確に捉え、社会全体に伝えるとともに、む
すびえとしての対応策の実施を行うために実施された。本アンケートによって、コロナ禍と物価高
に翻弄されながらも約半数が会食形式でのこども食堂を実施していることなどを明らかにした他、
アンケート結果を受けて実施したこども食堂支援のクラウドファンディングでは、367名の寄付者よ
り577万円の支援を得た。
また、上記のような箇所数や困りごとといったわかりやすいデータだけでなく、伝わりにくいがゆえ
に、丁寧に時間や資金を投じて実施しなければならない調査研究も、むすびえが引き受けるべき
ものと捉えて実施した。具体的には、3年をかけて実施してきた「さくらプロジェクト」が完了し、多世
代交流の居場所であることがこどもの貧困対策や孤食対策などさまざまな価値・機能の源泉と
なっていることを明らかにした。さくらプロジェクトの後継事業の構想を練る研究会も同時並行で開
催し、大学・中央省庁から多様な委員を得て居場所の効果についての多角的な検討を行った。ま
た、こどもを見守る地域力向上の観点からこども食堂と行政・社協等との連携を研究した「つなが
り調査」も行い、連携に必要な要素を「巻き込まれる力」などの4要素にまとめる分析を行った。
むすびえは活動団体であり、調査研究は活動のために実施される。しかし効果的な活動のために
は調査研究的要素は必要不可欠であり、政府連携プロジェクトにおいて中央省庁に働きかけるた
めに政策調査を行ったり、箇所数調査の結果をもって自治体にこども食堂のオープンデータ登録
を迫るなど、リサーチとアクションを常に連動させて取組んできた。その姿勢はむすびえの発足以
来変わらぬものであり、2022年度もその基本姿勢に即した事業展開だったと総括できる。

２　事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動に係る事業　　　　　　　　 （事業費の総費用【745,187】千円）

定款に記載

された

事業名

事業内容 日時 場所
従事者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業費

（千円）

こども⾷堂の
中間⽀援団体
（地域ネット
ワーク団体）に
対する⽀援事
業

中間支援団体（地域ネット
ワーク団体）に対する資金
的・非資金的支援を行っ
た。また、継続して、地域
ネットワーク団体の未設立
県への設立支援を行う他、
全国の地域ネットワーク団
体相互の情報交換・交流
機会を定期的に創出した。

随時。

全国交流

会は、

2023年2
月に開催

全国 100人

全国の地域

ネットワーク

団体及び各

県のキー

パーソン。自

治体関係者

等。

ならびに、全

国の地域

ネットワーク

団体を通じ

た間接的支

援を含む全

国のこども食

堂運営者等

のべ

1,302団
体

569,521

こども⾷堂⽀
援に関する企

既存のこども食堂の支援
企業等との連携・協働事業
を強化した。
同時に、持続可能な運営
を実現するために、業界単
位での働きかけにも注力し

随時
全国 100人

全国の地域

ネットワーク

団体及び各

県のキー

パーソン。自

のべ

11,052団
体

128,099



業・団体との協
働事業

た。さらに居場所への普遍
的アクセスを確保するた
め、こども食堂を運営する
可能性のある業界（自治
会・高齢者施設・保育園・
飲食店等）との連携も模索
した。

治体関係者

等。

ならびに、全

国の地域

ネットワーク

団体を通じ

た間接的支

援を含む全

国のこども食

堂運営者

等。

支援企業・団

体。

こども⾷堂に
関する調査研
究事業

こども食堂の質・量・価値・
機能を組織全体で定性・定
量両面から明らかにしてい
くことを推進した。
全国箇所数調査を実施し、
記者発表した。

随時。

箇所数調

査に関す

る記者発

表は、

2022年12
月に開催

全国 100人

こども食堂お

よび全国各

地の地域

ネットワーク

団体および

各県キー

パーソン。

一般市民。

のべ150
団体。

のべ

1,272万
人

47,567
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	むすびえ寄付金取扱規程.pdf
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